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資 料 １

令 和 ６ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 監 査 指 導 室

令和６年度介護保険施設等指導監督実施方針等について

１ 基本方針

介護保険施設等に対し、利用者保護の立場に立った適切な介護給付等対象サー

ビスの提供とサービスに見合う適切な介護報酬の請求が行われるよう指導を行う。

２ 運営指導等の実施時期

(1) 集団指導

集合開催 令和６年１０月１１日（金）・１５日（火）

※一部サービス事業所は書面開催

(2) 運営指導

令和６年１１月～令和７年３月

(3) 監査

運営指導を実施中に以下に該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止

し、当日又は後日に実施

ア 市長が定める介護給付等対象サービスの事業の人員、施設および設備なら

びに運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はそ

の疑いがあると認められる場合

イ 介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑い

があると認められる場合

ウ 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあ

ると認められる場合

エ 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしてい

ると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

３ 運営指導の重点事項

(1) 介護サービスの実施状況指導

提供されるサービスが法令等に基づき適正に、利用者の尊厳が守られ自立支

援に資するよう行われているかを確認する個別サービスの質に関する指導

ア 施設設備基準および平面図との整合について

イ 利用者の生活実態の把握を通じた虐待や身体的拘束等が疑われる事案の有

無および高齢者虐待防止・身体的拘束等廃止に関する職員の理解や取組につ
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いて

ウ 生活支援につながる適切なアセスメントやケアプラン作成等の一連のケア

マネジメント・プロセスについて

(2) 最低基準等運営体制指導

サービスを提供する上でどのような体制を構築しているかを確認する基準等

に規定する運営体制に関する指導

ア 従業者の員数および勤務体制の確保について

イ 非常災害対応マニュアルの策定および避難・救出等訓練の実施などの非常

災害対策について

ウ 事故発生防止のための委員会や研修の実施などの事故発生防止のための取

組および発生時の対応について

エ 地域密着型サービスにおいては運営推進会議の開催等による地域との連携

について

(3) 報酬請求指導

加算等の算定および請求状況を確認する介護報酬請求の適正実施に関する指

導

ア 基本報酬に基づくサービスが実際に行われているかについて

イ 加算・減算に関する職員の理解および加算の算定要件を満たしているかに

ついて

(4) 不適切事例および指導の多かった事項

ア 運営規程の規定漏れや重要事項説明書との整合性について

イ 人員配置について

ウ 身体拘束に関する同意書について（居住系・施設系サービス）

エ 各種研修計画、実施記録等について

オ サービス担当者会議の開催や記録の整備について

カ 高齢者虐待防止対策について

キ モニタリングの実施について

ク サービス提供記録の整備について

ケ 個別サービス計画の作成、説明・同意について

コ 運営基準減算の適用について（居宅介護支援）

サ 各種加算の請求や体制について

４ 運営指導の実施方法

(1) 実施通知について

運営指導の対象事業者に対し、実施日の約１か月前までに実施日時等につい

て文書で通知

(2) 事前の準備について

ア 資料の事前提出
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実施通知が届いた事業所は、運営指導の対象サービスに係る「運営指導用

チェックリスト」を監査指導室のホームページから、「各種加算等自己点検

シート」を介護保険課のホームページからダウンロードし、自己点検の上、

各項目の適否等を記入

各事業所の自己点検結果に基づき運営指導を行うため、自己点検時に確認

した書類名を確認文書欄等に記入

「運営指導用チェックリスト」、「各種加算等自己点検シート」、「事業

所平面図」および「立会者名簿」を実施日の７日前までにメール又は持参に

より監査指導室に提出

※ 運営指導用チェックリストは、介護保険施設等運営指導マニュアルについ

て（令和４年３月３１日老発０３３１第７号厚生労働省老健局長通知）にお

いて示された確認項目及び確認文書に基づき、様式を設定しています。

イ 確認書類の準備

運営指導当日は、事業所の立会者からの説明とあわせて、自己点検時に確

認した書類の閲覧を行うため、運営指導会場に書類を準備

※ チェックリストの項目順に、確認書類（挙証資料）の閲覧をしますので、

該当書類にはチェックリストと照合しやすいよう関係箇所に付箋を貼るなど

の準備をお願いします。

(3) 当日の流れについて

ア 運営指導の開始

開始時刻は原則として午前９時３０分又は午後１時３０分とし、挨拶、当

日の流れ等を説明

イ 事業所内の巡回

平面図を確認しながら事業所内を巡回し、設備の状況や利用者の処遇等を

確認

ウ 確認書類の閲覧および聞き取り

巡回終了後、運営指導会場にて「運営指導用チェックリスト（監査指導室

が担当）」と「各種加算等自己点検シート（介護保険課が担当）」に従って

確認書類の閲覧を行い、必要に応じて事業所の立会者と相対で聞き取り

※ 会場内の常時立会は不要としますので、事務室等での待機をお願いします。

エ 講評

聞き取り終了後、担当職員が気付いた点、改善した方が良い点等の講評を

行い運営指導は終了

(4) 結果通知について

実施日の約１か月後までに、「指摘」・「助言」の有無にかかわらず指導結

果について、代表者宛に文書で通知

※ 「文書指摘」があった事業者は、結果通知発送後おおむね１か月を期限と

し、結果通知右側の「左に対する処理結果」欄に改善状況を記入し、市長宛
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のかがみ文および拠証資料（介護保険課に提出した過誤申立依頼書の写し

等）を添えて監査指導室に報告してください。

(5) その他

ア 運営指導担当者は、感染症予防のため、マスクの着用、検温および手指消

毒等を行います。

イ 挨拶や書類の確認は、できるだけ換気の良い場所で行えるようご配慮をお

願いします。

ウ 事業所内の巡回中は、サービス利用者との距離を保てるよう事業所職員の

方々のご協力をお願いします。

５ 運営指導の指摘基準

介護保険施設等指導監督実施方針に基づき、社会福祉法人等の指導監査と同様

に、指導結果については次を基準とする。

【文書指摘】→ 法令、通知、法人・事業所が定める規程等への違反が認めら

れる場合など

【口頭指摘】→ 法令等への違反の程度が軽微である場合や文書指摘を行わな

くても改善が見込まれる場合

【助 言】→ 法令等への違反は認められないが、事業者等の運営に資する

ものと考えられる場合

６ 令和５年度の主な文書指摘事項

事業種別 指摘事項 事例

居宅介護支援 運営基準減算について 居宅サービス計画の作成に当たり、アセスメン

ト、サービス担当者会議、計画原案の説明・同

意、計画の交付およびモニタリングに関する記録

が整備されておらず、それらの実施が書面で確認

できなかった。

居宅サービス計画の変更に当たって、アセスメン

トおよびサービス担当者会議を行っていなかっ

た。

居宅サービス計画の変更に当たって、居宅サービ

ス計画の原案の内容について文書により利用者の

同意を得ていなかった。

訪問介護 人員配置について 管理者および訪問介護員等の勤務時間等の記録が

整備されておらず、人員基準を満たす配置が書面

で確認できなかった。

内容および手続の説明 指定訪問介護の提供に係る重要事項説明書および
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および同意について 利用契約書が作成されていなかった。

同居家族に対するサー 運転記録にサービス提供責任者である訪問介護員

ビス提供の禁止につい 等がその同居の家族に対し訪問介護を提供してい

て たことが記録されていた。

同一敷地内建物等に居 当該指定訪問介護事業所と同一の建物に居住する

住する利用者に対する 利用者に対して指定訪問介護を行っていた。

減算について

訪問介護計画の作成に 指定訪問介護の提供の開始から１か月以上アセス

ついて メントや訪問介護計画の作成が行われていなかっ

たほか、その後に作成された訪問介護計画には長

期目標や短期目標の期間が記載されていなかっ

た。

初回加算について 新規に指定訪問介護の提供を開始した利用者につ

いて、訪問介護計画を作成していなかったほか、

初回もしくはその属する月にサービス提供責任者

が訪問したことを書面で確認できなかった。

訪問リハビリ リハビリテーションマ ３月に１回以上の頻度で、リハビリテーション会

テーション ネジメント加算(Ｂ)ロ 議の開催および訪問リハビリテーション計画の見

について 直しが行われていなかった。

３月に１回以上の頻度で、ＬＩＦＥへの情報の提

出が行われていなかった。

介護老人保健 所定疾患施設療養費 当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施

施設 (Ⅱ)について 設の医師が感染症対策に関する研修を受講してい

なかった。

所定疾患施設療養費 当該施設の前年度における当該入所者に対する投

(Ⅰ)について 薬、検査、注射、処置等の実施状況について公表

していなかった。

特定施設入居 個別機能訓練加算(Ⅰ) 個別機能訓練計画の内容を説明した記録がなかっ

者生活介護 について た。

医療機関連携加算につ 指定特定施設入居者生活介護事業者と協力医療機

いて 関等で、情報提供の期間および利用者の健康の状

況の著しい変化の有無等の提供する情報の内容に

ついて定められていなかった。

小規模多機能 小規模多機能型居宅介 小規模多機能型居宅介護計画が作成されていなか

型居宅介護 護計画の作成について った。

認知症加算(Ⅱ)につい 月途中で日常生活自立度が変わり、月末時点にお

て いて日常生活自立度のランクⅢａに該当する利用

者について、日常生活自立度のランクⅡに該当す
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る者について算定する認知症加算（Ⅱ）を算定し

ていた。

口腔・栄養スクリーニ 口腔スクリーニングおよび栄養スクリーニングを

ング加算について 行ったことが書面で確認できなかった。

通所介護 通所介護計画の作成に 指定通所介護の提供に際し、通所介護計画の内容

ついて について利用者又はその家族に対して説明し、利

用者の同意を得ていなかった。

個別機能訓練加算(Ⅰ) 個別機能訓練計画の作成に当たって、利用者又は

ロについて その家族に対し、個別機能訓練の内容について説

明を行い、同意を得ていなかった。

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士

等を２名以上配置していない時間帯に個別機能訓

練を実施した日にも当該加算を算定していた。

科学的介護推進体制加 ＬＩＦＥへの情報提出がサービスの利用を開始し

算について た日の属する月の翌月10日までに行われていなか

った。

通所リハビリ 認知症短期集中リハビ リハビリテーションを集中的に行った認知症の利

テーション リテーション実施加算 用者について、リハビリテーションを実施してい

について ない日にも当該加算を算定していた。

短期集中個別リハビリ 要介護認定の効力が生じた日ではなく、被保険者

テーション実施加算に 証の認定年月日から起算して当該加算を算定して

ついて いたほか、１週につき１日しかリハビリテーショ

ンを実施していない週にも当該加算を算定してい

た。

地域密着型通 運営推進会議について 運営推進会議をおおむね６月に１回以上開催して

所介護 いなかった。

栄養アセスメント加算 ＬＩＦＥへの情報の提出が年に１回しか行われて

について おらず、また、その情報の一部項目に不足がみら

れた。

地域密着型通所介護計 指定地域密着型通所介護の提供に際し、地域密着

画の作成について 型通所介護計画が作成されていなかったほか、作

成された地域密着型通所介護計画には長期目標や

短期目標の期間が記載されていなかった。
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資 料 ３
令 和 ６ 年 １ ０ 月
集 団 指 導 資 料
秋 田 市 介 護 保 険 課

令和６年度報酬改定に伴う経過措置について

令和６年度介護報酬改定に伴い、加算・減算の算定や運営基準の体制整

備についていくつか経過措置が設けられました。その内容と対応について

まとめましたので、ご確認の上、遺漏なく対応してください。

１ 運営基準の改正について

経過措置が設けられた改定事項のうち、運営基準に関わる内容をまと

めています。

(1) 「書面掲示」規制の見直し

経過措置内容 対象サービス

事業所の運営規程の概要等の重要事項 全サービス

等について、書面掲示に加え、インタ

ーネット上で情報の閲覧が完結するよ

う、原則としてウェブサイトに掲載す

ること。

【令和７年４月１日から義務付け】

(2) 身体的拘束等の適正化の推進

経過措置内容 対象サービス

身体的拘束等の適正化のための措置 ・短期入所生活介護

（委員会の開催等、指針の整備、研修 ・短期入所療養介護

の定期的な実施）を講じること。 ・小規模多機能型居宅介護

【令和７年４月１日から義務付け】 ・看護小規模多機能型居宅介護

(3) 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に

資する方策を検討するための委員会の設置

経過措置内容 対象サービス

介護現場における課題を抽出及び分析 ・短期入所生活介護

した上で、事業所の状況に応じて、利 ・短期入所療養介護

用者の安全並びに介護サービスの質の ・小規模多機能型居宅介護
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確保及び職員の負担軽減に資する方策 ・看護小規模多機能型居宅介護

を検討するための委員会を設置するこ ・特定施設入居者生活介護

と。 ・認知症対応型共同生活介護

【令和９年４月１日から義務付け】 ・介護老人福祉施設

・地域密着型介護老人福祉施設

入所者生活介護

・介護老人保健施設

(4) 口腔衛生管理の強化

経過措置内容 対象サービス

口腔衛生管理体制を整備し、各入居者 ・特定施設入居者生活介護

の状態に応じた口腔衛生の管理を計画

的に行うこと。

【令和９年４月１日から義務付け】

(5) 協力医療機関との連携体制の構築

経過措置内容 対象サービス

以下の要件を満たす協力医療機関（③ ・介護老人福祉施設

の要件を満たす協力医療機関にあって ・地域密着型介護老人福祉施設

は、病院に限る。）を定めること。 入所者生活介護

①入所者の病状が急変した場合等に ・介護老人保健施設

おいて、医師又は看護職員が相談対

応を行う体制を常時確保しているこ

と。

②診療の求めがあった場合におい

て、診療を行う体制を常時確保して

いること。

③入所者の病状の急変が生じた場合

等において、当該施設の医師又は協

力医療機関その他の医療機関の医師

が診療を行い、入院を要すると認め

られた入所者の入院を原則として受

け入れる体制を確保していること。

【令和９年４月１日から義務付け】
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(6) 経過措置期間の延長

経過措置内容 対象サービス

高齢者虐待防止に関する取組およびＢ ・居宅療養管理指導

ＣＰの策定・周知・研修・訓練の実施

等の義務付けの経過措置期間を３年間

延長する。

【令和９年４月１日から義務付け】

２ 経過措置が終了した令和３年度報酬改定における改定事項について

次のものは、令和３年度報酬改定により義務付けられたものです。未

対応の場合は運営基準違反となりますので、早急に対応してください。

※チェックリストの提出は不要です。事業所内での確認にご活用ください。

３ 加算・減算の算定に関する改正について

経過措置が設けられた改定事項のうち、加算・減算の算定に関わる内

容をまとめています。

(1) 業務継続計画未策定減算に係る経過措置

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継

続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定

の徹底を求める観点から、感染症もしくは災害のいずれか又は両方の

業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算します。ただし、サー

ビスによっては以下のとおり、経過措置が設けられています。

チェックポイント

5番は、訪問入浴介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短
期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健
施設、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介
護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介
護老人福祉施設が対象

令和6年4月1日より
義務化

令和6年4月1日より
義務化

ｂ　定期的な研修及び訓練の実施

ａ　定期的な虐待防止検討委員会の開催とその結果の職員への周知

ｂ　指針の整備

ｃ　定期的な研修の実施

令和6年4月1日より
義務化

ｂ　相談・苦情に応じ適切に対応するために必要な体制の整備

ａ　３月（施設系）または６月に１回の感染対策委員会の開催

ｂ　（全事業所）指針の整備

ｃ　（全事業所）定期的な研修及び訓練の実施

令和6年4月1日より
義務化

令和3年4月1日より
義務化

ｄ　虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置くこと

改正項目

高齢者虐待防止
の推進

ａ　介護に直接携わる職員のうち医療・福祉関係の資格を有さない者
に対する認知症介護基礎研修の受講

確認欄

認知症介護基礎研修
の義務づけ

ハラスメント対策の強化

感染症対策の強化

ａ　業務継続計画の策定業務継続計画
の策定等

a　事業主の方針の明確化及びその周知・啓発

5

1

2

3

4
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経過措置内容 対象サービス

令和７年３月31日まで減算を適用しない ・訪問系サービス

・福祉用具貸与

・居宅介護支援

・介護予防支援

感染症の予防及びまん延防止のための指針の整 ・上記以外のサービス

備および非常災害に関する具体的計画の策定を

している場合は令和７年３月31日まで減算を適

用しない

居宅療養管理指導、特定福祉用具販売は減算の適用はありません。※

(2) 高齢者虐待防止措置未実施減算に係る経過措置

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全て

の介護サービス事業所（居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除

く。）について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置が講

じられていない場合、基本報酬を減算します。ただし、福祉用具貸与

については令和９年３月31日まで減算を適用しません。

(3) 身体拘束廃止未実施減算に係る経過措置

短期入所系サービスおよび多機能系サービス（短期入所生活介護、

短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介

護、認知症対応型共同生活介護、看護小規模多機能型居宅介護）につ

いて、身体的拘束の適正化のための措置（委員会の開催、指針の整備、

研修の定期的な実施）が義務付けられ、措置が講じられていない場合

は基本報酬を減算します。ただし、経過措置としてこれらのサービス

については令和７年３月31日まで減算を適用しません。

(4) 協力医療機関連携加算に係る経過措置

経過措置内容 対象サービス

当該協力医療機関が、基準に定められている協 ・介護老人福祉施設

力医療機関の要件を満たす場合に算定する協力 ・介護老人保健施設

医療機関連携加算の単位数について、 ・地域密着型介護老人令和７年

福祉施設入所者生活３月31日までは100単位を、令和７年４月１日

介護からは50単位を算定する。
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(5) 在宅復帰・在宅療養支援機能加算の基準に係る経過措置（介護老人

保健施設、（介護予防）短期入所療養介護）

令和６年在宅復帰・在宅療養支援等評価指標および要件について、

見直しが行われます。それに伴い、在宅復帰・在宅療養10月１日より

支援機能加算の要件も変更となりますので、令和６年10月サービス提

供分より、別紙様式29－２を使用し、要件を満たしているか確認して

ください。

なお、新要件を満たさない場合は、加算の取り下げが必要となりま

す。新要件を満たす場合も、根拠書類は整理しておいてください。

＜変更のあった在宅復帰・在宅療養支援等指標＞

項目 変更前 変更後

（～R６.９.30） （R６.10.１～）

入所前後訪問指導割合 30％以上10 1035％以上

10％以上５ ５15％以上

10％未満０ ０15％未満

退所前後訪問指導割合 30％以上10 1035％以上

10％以上５ ５15％以上

10％未満０ ０15％未満

（社会福支援相談員の配置割合 ３以上５ ３以上

祉士の配置あ

５り）

３以上（社会福設定なし

祉士の配置な

し）３

１２以上３ ２以上

(6) 特定事業所医療介護連携加算の基準に係る経過措置（居宅介護支援）

加算の要件のうち、ターミナルケアマネジメント加算の算定実績に

ついて、以下のとおり段階的に回数が変更となります。

経過措置内容 新要件

～R７.３.31 R７.４.１～R８.３.31 R８.４.１～

前々年度の３月から前 令和６年３月におけるタ 前々年度の３月から前

年度の２月までの間に ーミナルケアマネジメン 年度の２月までの間に

おいてターミナルケア ト加算の算定回数に おいて、ターミナルケ３を

マネジメント加算の算 に令和６年４月 アマネジメント加算の乗じた数

５回以上 15回以上定回数が から令和７年２月までの 算定回数が



- 12 -

間におけるターミナルケ

アマネジメント加算の算

加えた数 15回定回数を が

以上
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資 料 ４

令 和 ６ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

電子申請届出システムおよび様式の変更について

１ 電子申請届出システムについて

介護サービスに係る指定申請や変更届等について、厚生労働省が管理

する「介護サービス情報公表システム」の機能拡張により構築された

「電子申請届出システム」での受付を、本市では令和６年４月から開始

しています。令和７年度を目処に電子申請に一本化することを予定して

おり、現在は移行期間のため紙媒体等の手段による提出も可能としてお

りますが、未対応の事業者についてはお早めのご対応をお願いします。

(1) 運用について

①対象サービス 秋田市が指定する全サービス

②対象手続き 新規指定申請、指定更新申請、変更届出、加算に関

する届出、廃止・休止届出、再開届出、指定辞退届

出等

(2) 電子申請届出システムの利用準備について

ＧビズＩＤについて（システムにログインするために必ず必要）①

電子申請届出システムの利用に当たり、あらかじめ、ＧビズＩＤの

取得が必要です。ＧビズＩＤをお持ちでない事業者は、以下のデジ

タル庁のホームページからＧビズＩＤを作成してください。

https://gbiz-id.go.jp/top/ＵＲＬ

※ＧビズＩＤには、「プライム」、「メンバー」、「エントリー」

という３種類のアカウントがありますが、電子申請届出システムを

利用するには、まず「プライム」の申請が必要です。電子申請届出

システムで利用できるアカウントは「プライム」、「メンバー」と

なっております。

登記情報提供サービスについて（必要に応じて登録してください）②
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登記情報提供サービスは、登記所が保有する登記情報をインターネ

ットを通じてパソコン等の画面上で確認できる有料サービスです。

詳細については以下をご確認ください。

ＵＲＬ https://www1.touki.or.jp/gateway.html

指定申請や法人情報の変更があった場合の変更届には、法人の登記

事項証明書（原本）の提出が必要となりますが、電子申請届出シス

テムでは登記事項証明書（原本）の提出ができないため、以下の方

法によりご対応ください。

・登記事項証明書（原本）のみ郵送または持参で提出

・電子申請届出システムにログインし、添付書類として、登記情報

提供サービスで発行した照会番号、発行年月日付きのファイルを

添付

２ 様式等について

システム内でアップロードする様式等については、介護保険法施行規

則の一部改正に伴い、令和６年４月１日より、改正後の様式等を使用し

ております。本市ホームページよりダウンロードして使用してください。

ＵＲＬ https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/kaigohoken/1006010/index.html

３ 変更届出書について

事業所の名称や所在地、運営規程の記載事項、その他条例で定める事

項に変更があった場合には変更のあった日から１０日以内に届け出なけ

ればなりません。

変更の内容により添付書類が異なりますので、ホームページに掲載し

ているチェックリスト内の「変更届添付書類一覧」を確認のうえ、必要

書類をそろえて提出してください。

なお、事業所の移転や建物構造の変更などの設備基準が関係する場合

については、必ず変更前にご相談ください。

【よくある不備】

・旧様式を使用している

・付表が添付されていない

・誓約書の別紙が添付されていない
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・確認事項チェックリストが添付されていない

・申請者の名称や所在地を記載すべき欄に、法人ではなく事業所の情報

を記載している 等

※添付書類の不足や記載漏れが多く見受けられますので、不備がないか

提出前によく確認してください。

４ 介護老人保健施設の開設許可事項の変更について

介護老人保健施設については、管理者や建物の構造等、一定の事項を

変更する場合には法令の規定により事前に申請が必要となりますが、市

の許可を得ずに変更していた事例が複数ありました。

事前申請が必要な変更事項や手続きについて再度ご確認いただき、遺

漏なく対応してください。

変更事項 提出書類

敷地面積 ・開設許可事項変更申請書

・付表

・公図および住宅地図の写し

・土地の求積図（求積表）

・土地の登記事項証明書

・土地の売買（または賃貸）契約書

建物構造、 ・開設許可事項変更申請書

区画 ・付表

・配置図、平面図等

・建築基準法に基づく確認済証および検査済証の写し（該

当する場合のみ）

・消防法に基づく検査済証の写し（該当する場合のみ）

※書類提出前に事前協議が必要です。審査の結果、計画を

修正していただく場合がありますので、必ず工事着手前に

ご相談ください。

※建物および建物内の設備の形状を変更する場合は、手数

料（33,000円）がかかります。

施設の共用 ・開設許可事項変更申請書

の場合の利 ・付表
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用計画 ・共用部分における利用計画の概要

・共用施設の配置図、平面図等

運営規程 ・開設許可事項変更申請書

（従業者の ・付表

職種、員数 ・従業者の勤務体制および勤務形態一覧表

および職務 ・運営規程

内容ならび

に入所定員

の増加に係

る部分に限

る。）

協力病院 ・開設許可事項変更申請書

・付表

・契約書等の写し

管理者 ・管理者承認申請書

・管理者の経歴書

・資格証の写し

・理事会等の議事録の写し

・就任承諾書（新たに管理者になる者が、承諾したことが

わかるもの）

※必要に応じて、提出書類の追加を求める場合があります。

※提出期限は、いずれも変更予定日の２週間前です。

※変更後は、別途変更届が必要です。



厚生労働省では、介護サービスに係る指定及び報酬請求（加算届出を含む。）に関連する申請

届出について、介護事業者が全ての地方公共団体に対して所要の申請届出を簡易に行うことがで

きるよう、「電子申請届出システム（以下、本システム）」を令和４年度下半期より運用開始し

ています。秋田市でも、令和６年４月より、「電子申請届出システム」による介護事業所の指定

申請等の受付を開始しています。

募集情報等提供事業者の皆さまへ

介護事業所の指定申請等の
「電子申請届出システム」による受付を開始します！

令和６年４月 受付開始！

介護事業所・地域包括支援センターの皆さま

●介護事業所の文書負担軽減につながります

介護事業所

 オンライン上の申請届出により、郵送や持参等の手間が削減されます
 複数の申請届出を本システム上で行うことができます
 一つの電子ファイルを複数の申請届出で活用でき、書類の作成負担が大きく

軽減されます
 申請届出の状況をオンライン上でご確認いただけます
 上記、削減できた手間・時間を、サービスの質の向上にご活用いただけます

●本システムより受付可能な電子申請・届出の種類

指定権者によって実際の画面とは異なる場合があります。詳細はホームページをご確認ください。

●本システム利用時の画面イメージ

新規指定申請 変更届出 更新申請
その他申請
届出※1

加算に関する
届出

他法制度に
基づく申請届出

様式・付表の
ウェブ入力ができます！

老人福祉法・障害者総合支援法等
に基づく申請届出も可能です！

添付書類も一緒に提出
することができます！

（特定）処遇改善加算等
の届出も可能です！

秋田市

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/

登記事項証明書のご提出の際には、法務省「登記情報提供サービス」をご利用ください。

 行政機関等へのオンライン申請等の際に、当サービスによって取得した登記情報を
登記事項証明書に代えて申請することができるサービスです。

 ご利用のためには利用登録が必要です。お早めにご登録ください。
https://www1.touki.or.jp/gateway.html

- 17 -

https://www1.touki.or.jp/gateway.html


募集情報等提供事業者の皆さまへ

介護事業所・地域包括支援センターの皆さま

●本システムは、gBiz ID（プライム・メンバーのいずれか）よりログインい
ただきます。

●gBiz IDは電子申請届出システム以外の省庁・自治体サービスでもご活用い
ただけます。

gBiz IDは、法人・個人事業主向け共通認証システムです。
gBiz IDを取得すると、一つのID・パスワードで、複数の行政サービスにログインできます。
本システムのログインの際にも、gBiz IDアカウントをご使用いただきます。
本システムでご利用できるGビズIDのアカウント種類は、 「gBiz IDプライム」と「gBiz IDメン
バー」のみになります。

●gBiz ID（プライム）の申請の流れ

本システムの利用のためには、まずgBiz IDプライムの申請が必要です。
（gBiz IDメンバーのアカウントは、gBiz IDプライムが作成します。）
gBiz IDプライムの申請の流れは以下の通りです。
gBiz IDプライムは書類審査が必要であり、審査期間は原則、２週間以内のため、予めIDを取得
しておくことをお勧めします！

●詳細についてはデジタル庁 gBiz IDホームページ（https://gbiz-
id.go.jp/top/）をご参照ください。

【gBiz IDを活用して利用できる代表的な省庁サービス】（令和５年８月時点）

厚生労働省
「雇用関係助成金

ポータル」

日本年金機構
「社会保険手続き
の電子申請」

中小企業庁
「中小企業者認定・
融資電子申請システ
ム(SNポータル)」

中小企業庁
「IT導入補助金
2023」

厚生労働省
「食品衛生申請等

システム」

【本システムのログイン画面イメージ】

「電子申請届出システム」のご利用のためには、
デジタル庁 gBiz IDの取得が必要です。

お早めにご取得ください！

アカウント申請
に必要なものを

準備する

パソコンにて
gBiz IDプラ
イム申請書を
作成する

申請書を印刷
し・押印する

申請書と印鑑
（登録）証明
書を郵送する

審査完了
メール受取り

パスワード
登録完了
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https://gbiz-id.go.jp/top/
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資 料 ５

令 和 ６ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

協力医療機関との連携に関する届出について

令和６年度介護報酬改定に伴い、１年に１回以上、協力医療機関との間

で、利用者等の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当

該協力医療機関の名称等について、所定の様式により、当該事業所の指定

を行った自治体に届け出ることが義務付けられました。

１ 改正内容

【特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護】

(1) 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を満たす協力医療

機関を定めるように努めることとする。

ア 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医師又は看護職員

が相談対応を行う体制を常時確保していること。

イ 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保している

こと。

(2) １年に１回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生

じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称等に

ついて、所定の様式により、当該事業所の指定を行った自治体に提出

しなければならないこととする。

（（別紙１）：特定、（別紙３）：ＧＨ）

(3) 利用者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可

能となった場合においては、速やかに再入所させることができるよう

に努めることとする。

【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介

護老人保健施設】

(1) 以下の要件を満たす協力医療機関（ウについては病院に限る。）を

定めることを義務付ける（複数の医療機関を定めることにより要件を

満たすこととしても差し支えないこととする）。

（令和９年３月31日までの間は努力義務）
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ア 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相

談対応を行う体制を常時確保していること。

イ 診療の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保している

こと。

ウ 入所者の病状が急変した場合等において、当該施設の医師又は協

力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると

認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保してい

ること。

(2) １年に１回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生

じた場合等の対応を確認するとともに、当該医療機関の名称等につい

て、所定の様式により、当該事業所の指定を行った自治体に提出しな

ければならないこととする。

（（別紙１）：特養・老健、（別紙３）：密着特養）

(3) 入所者が協力医療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退院が可

能となった場合においては、速やかに再入所させることができるよう

に努めることとする。

※別紙１および別紙３は市ホームページに掲載しています。

様式：秋田市ホームページ https://www.city.akita.lg.jp/

ページ番号 １０４３４９７

「協力医療機関との連携に関する届出について」

２ 届出について

・対象サービスの全事業所が令和６年度から１年に１回以上届出を行う

必要があります。当該届出書の提出に関して経過措置期間はありません

のでご注意下さい。

・届出の際は、各協力医療機関との協力内容が分かる書類（協定書等）

を添付してください。

・協力医療機関の変更がある場合は、変更届出書（老人保健施設の場合

は開設許可事項変更申請書）も併せてご提出ください。

３ 協力医療機関連携加算について

(1) 算定要件

協力医療機関との間で、入所者等の同意を得て、当該入所者等の病

歴等の情報を共有する会議を定期的（月１回以上）に開催しているこ
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と。

(2) 算定単位数

各サービスにおいて､協力医療機関の要件が上記１(1)の要件を全て

満たしている場合とそれ以外の場合で、以下のとおり算定できる単位

数が変わります。

特定施設入居者生活介護 介護老人福祉施設、介護老人保健施設

認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

上記１(1)の要件 100単位（令和６年度）
100単位

を全て満たす場合 50単位（令和７年度以降）

それ以外の場合 40単位 ５単位

※表中の単位数は１月につき

(3) 留意事項

市への加算の届出は不要ですが、上記２のとおり協力医療機関との

連携に関する届出は必要ですのでご注意下さい。
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資 料 ６

令 和 ６ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

食費と食材料費の違いについて

「食材料費」は「食事の提供に係る利用料（食費）」とは異なり、調理

に係る費用は含まれていないことにご注意いただき、利用料等の受領につ

いて引き続き適切な対応を行うようお願いいたします。

１ 参考資料

①秋田市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関す

る基準を定める条例（平成24年12月27日、条例第75号）

（利用料等の受領）

第117条第３項

指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前２項の支払を受ける額の

ほか、次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 食材料費

(2) 理美容代

(3) おむつ代

(4) 前３号に掲げるもののほか、指定認知症対応型共同生活介護にお

いて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるも

のに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められ

るもの

②秋田市指定居宅サービス等の事業の人員、設備および運営に関する基

準を定める条例（平成24年12月27日、条例第71号）

（利用料等の受領）

第102条第３項

指定通所介護事業者は、前２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる

費用の額の支払を利用者から受けることができる。

(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する

利用者に対して行う送迎に要する費用
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(2) 指定通所介護に通常要する時間を超える指定通所介護であって利

用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内におい

て、通常の指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額を超え

る費用

(3) 食事の提供に要する費用

(4) おむつ代

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において提供さ

れる便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費

用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用

③居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針

（平成17年９月７日、厚生労働省告示第419号）

二 居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料

ロ 食事の提供に係る利用料

食事の提供に係る利用料は、食材料費及び調理に係る費用

に相当する額を基本とすること。

④Ｈ17.９.７全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料（平成17年10

月改定関係Ｑ＆Ａ）

(問) ７月14日の介護給付費分科会の諮問では、利用者が支払う食費に

ついて、食材料費及び調理に係る費用となっている。この場合の調

理に係る費用には、調理員の給与は含まれ、栄養士（管理栄養士）

の給与は入っていないと考えるが、いかがか。また、厨房に係る費

用は入っていないと考えてよいか。調理に係る光熱水費はどのよう

に考えればよいか。

(答) 御指摘のとおり、栄養士・管理栄養士の給与については、調理に

係る費用には含まれていない。また、調理に係る光熱水費及び厨房

に係る設備・備品費用のうち固定資産物品については、基本的に居

住費用として負担していただくこととなる。

２ 認知症対応型共同生活介護事業者における食材料費について

「食事の提供に係る利用料（食費）＝食材料費＋調理に係る費用」と

なります。認知症対応型共同生活介護事業者においては、利用者から支

払いを受けることができるものは「食材料費」とされており、食材料費

には調理に係る費用としての人件費や、調理に係る光熱水費等は含まれ
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ませんので、食材料費として利用者から受け取ることができません。

「食費」と「食材料費」を混同せず、明確に区分する必要があります

ので注意してください。
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資 料 ７

令 和 ６ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

特定施設入居者生活介護の利用料のほか支払いを

受けることができる費用について

１ 利用料等の受領について

事業者は、利用者から受領する費用に係るサービスの提供に当たって

は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービス内容および

利用料等について十分に説明を行い、利用者の同意を得る必要がありま

す。また、利用料その他の費用の額については運営規程に明記しなけれ

ばならない事項となっております。

(1) 利用者負担額の他、事業者が利用者から受領できる費用について

①人員配置が手厚い場合の介護サービス利用料

②個別的な選択による介護サービス利用料

③おむつ代

④その他の日常生活費

２ その他の日常生活費について

その他の日常生活費とは、利用者又はその家族等の自由な選択に基づ

き特定施設入居者生活介護の提供の一環として提供する日常生活上の便

宜に係る経費のことです。なお、便宜の供与であっても、サービスの提

供と関係のないもの（利用者等の嗜好品の購入等）については、その他

の日常生活費とは区別されるべきものです。

(1) その他の日常生活費の範囲について

利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事

業者が提供する場合に係る費用です。

※「身の回り品として日常生活に必要なもの」について

一般的に要介護者等の日常生活に最低限必要と考えられる物品（例えば、
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歯ブラシや化粧品、シャンプー、タオル等の個人用の日用品等）であっ

て、利用者等の希望を確認した上で提供されるものをいいます。

※上記のような物品を利用者に一律に提供し、すべての利用者からそ

の費用を画一的に徴収することは認められません。

(2) その他の日常生活費の徴収を行うにあたり遵守する基準について

①「その他の日常生活費」の対象となる便宜と、保険給付の対象とな

っているサービスの間に重複関係がないこと

②保険給付の対象となっているサービスと明確に区分されないあいま

いな名目による費用（お世話料、管理協力費、共益費等）でないこ

と

③利用者又はその家族等の自由な選択に基づいて行われるものであり、

事前に十分な説明を行い、同意を得ていること

④料金は、対象となる便宜を行うための実費相当の範囲内であること

⑤対象となる便宜およびその料金は、運営規程において定められ、サ

ービスの選択に資すると認められる重要事項として、事業所の見や

すい場所に掲示するか、事業所に備え付け、かつ、これをいつでも

関係者が自由に閲覧できるようにしていること

(3) その他の日常生活費として利用者から受領することができない主な

費用について

事業者は、利用者の日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなけれ

ばなりません。次の①～⑤のものは保険給付等の対象となっているサ

ービスに含まれるため費用を徴収することはできません。

①適切な処遇を行うために必要なもの（居宅基準第183条第１項、第

185条第１項）

②適切な入浴又は清拭の実施に必要なもの（居宅基準第185条第２項）

③適切な排泄の援助に必要なもの（居宅基準第185条第３項）

④日常生活上の世話を適切に行う上で必要なもの（居宅基準第185条第

４項）

⑤適切な機能訓練の実施に必要なもの（居宅基準第192条に準用する第

132条）

サービス提供上必要な消耗品、福祉用具等はその費用を利用者から

徴収することはできません。
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資 料 ８  

令 和 ６ 年 １ ０ 月 

集 団 指 導 資 料 

秋 田 市 介 護 保 険 課 

 

事故報告書の提出について 

 

１ 事故報告について 

 (1) 事故発生時の対応 

介護保険事業者には、利用者に対する介護の提供により事故が発生した場合の対応と

して、以下のことが運営基準で義務付けられています。 

① 必要な措置を講じるとともに、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居

宅介護支援事業者等に連絡を行わなければならない。 

②事故の状況および事故に際して採った処置について記録しなければならない。 

③賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

  秋田県では、事故の速やかな解決ならびに再発の防止を図るとともに、利用者および

入所者に対するサービスの質の向上および事業所・施設の適切な運営に資することを目

的とし、「介護保険事業者における事故報告の取り扱い要領」（以下「県要領」とい

う。）を定めています。秋田市においても県要領に基づいて取り扱っております。 

 

(2) 事故報告のフロー図 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

事 

業 

者 

※ 

事 

故 

発 

生 

・利用者の家族 ※直ちに 

・居宅介護支援事業所等 

・被保険者の属する保険者 

・事業所所在地の保険者 

・県地域振興局福祉環境部 

適切な 

措 置 

 

事故処理の区切りが付いたところで、速や

かに、遅くとも 5 日以内を目安に 

再発防止策 

≪利用者家族等への説明について≫  

事故発生時に連絡を入れるだけではなく、事故の原因や再発防止策についても連絡

を入れて十分な説明を行うようにしてください。事故報告書は利用者、家族に積極的

に開示し、求めに応じて交付してください。 

「事故発生後に原因等の説明がされない」「再発防止策が徹底されていない」とい

った利用者家族からの訴えがあります。また、「損害賠償請求しますか？」のような

事故を起こした当事者でありながら、他人事のような誠意の感じられない対応をされ

たという苦情も寄せられておりますので、適切な対応をお願いします。 
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(3) 事故報告書の種類 

  事故報告書は、事故の内容ごとに次の様式が定められています。 

① 様式１（介護保険事業者 事故報告書） 

･･･死亡事故､傷病事故､行方不明､役員･職員の不祥事､交通事故等､下記様式２～４

以外に関するもの 

   ② 様式２（感染症発生報告書）･･･感染症、食中毒に関するもの 

   ③ 様式３（アクシデント報告書）･･･たん吸引、経管栄養の事故に関するもの 

   ④ 様式４（自然災害等報告書）･･･地震・風水害や火災に関するもの 

※事故報告書書式  市ホームページ[https://www.city.akita.lg.jp/] 

トップページの検索バーにページ番号「１０１３２２３」を入力     

 

(4) 重大事故の報告 

  次のような重大事故が起こった場合には、直ちに第一報を電話等により行ってくださ

い。 

① 利用者等の死亡、重篤事故 

② 一酸化炭素中毒 

③ 利用者等の失踪・行方不明（捜索中のもの含む） 

④ 利用者等に対する虐待（疑いを含む） 

⑤ 役・職員の不法行為（預かり金の着服・横領等） 

⑥ 火災の発生 

⑦ 自然災害（地震、風水害等）による建物、施設の損壊 

 

(5) 事故報告の取り扱い（よくあるＱ＆Ａ） 

 ▼報告の要否 

１ 絆創膏を貼る程度の処置で済んだ負傷まで、報告しなければならないか。 

    報告の対象となる事故は、「医療機関を受診又は施設内における医療処置を施した

場合」としていますので、医師（施設の勤務医、配置医を含む）の診断を受け投薬、

処置等何らかの治療が必要となった事故であり、軽微な傷や打撲などで、市販薬等に

よる処置で済むものについては、報告の必要はありません。 

２ 転倒により、骨折が心配されたため、医療機関を受診したが、診断の結果、

「異状なし」であった場合、報告は必要か。 

    報告が必要かどうかは、①介護サービス提供中に発生した事故であること、②医療

機関を受診したこと（施設内における医療処置を要したものを含む）、の２つの事実

により判断することとしていますので、設問の場合は報告が必要です。 

３ 事業所側に責任はないと思われる事故も報告しなければならないか。 

   事業所側の責任の有無にかかわらず報告してください。 

４ 送迎中に交通事故を起こしたが、利用者には負傷などがなかった場合は。 

    サービス提供中の交通事故は、利用者が無事で、医療機関を受診していない場合

についても、結果によっては利用者や第三者の身体、生命、財産に被害が及ぶ可能

性があることから、事故報告書を提出することとしています。 
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５ 職員が通勤途中で交通事故を起こしたが、報告は必要か。 

   介護サービス提供中の事故ではないため、報告の必要はありません。 

６ 利用者が肺炎で死亡したが、報告は必要か。 

   原因が、事故ではなく病気によるものは、報告不要です。 

 ▼報告の時期 

１ 死亡事故や行方不明などでは、直接の対応を最優先すべきであり、混乱も予 

想される。報告については、対応が一段落してからでよいか。 

    重大事故については、事故発生について、直ちに電話連絡等で報告してください。 

対応が一段落したら、速やかに事故報告書を提出してください。 

 ▼報告先 

１ 自然災害による建物等の被害について市町村の災害対策本部へ報告したが、

それとは別に自然災害等報告書（様式４）についても提出しなければならない

か。 

   提出が必要です。 

 

(6) 提出方法  遅くとも５日以内を目安に来庁、郵送又は事業所専用メールで報告して 

ください。 

 

(7) その他 

  ・事故報告の内容･状況が変化した場合(入院→退院、症状の大きな変化 等)、事故に対

する損害賠償が生じた場合等、経過報告の提出をお願いします。(県要領第 5第 2項)。 
 ・事故内容、処理経緯、家族への報告、再発防止取組 等、詳細にご記入ください。 

 
２ 令和５年度に発生した介護事故件数 

事故種別 転倒 転落 接触 誤嚥 誤薬 自殺 
企画 

行方 
不明 

その他 合計 

件数 203 41 2 12 7 1 4 88 358 
結 
果 

死亡 1 1  6  
 

 3 11 
骨折 112 12      40 164 
打撲 50 11      10 71 
捻挫 2        2 
切傷 19 2 1   1 

 
2 25 

火傷        1 1 
内出血 2 4 1     2 9 
異常 
なし 

8 9   4  4 14 39 

その他 9 2  6 3  
 

16 36 
※令和５年度中に報告があったもの[R5.4 以前発生事故含む] 
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３ 介護事故等の状況と再発防止策 

 

 
 

事故の概要 再発防止策
トイレに行く途中転倒 ・ナースコール利用の声かけ

・センサーマットの利用
・足下照明の設置
・定時のトイレ誘導

着替え時に椅子・ベッドから転落 ・立ち上がりの際の柵または手すり等の利用
・身体状況の把握

歩行時つまづいて転倒 ・靴の状態（履き方なども含む）の確認
・身体状況の把握
・歩行器・車椅子等の活用

食事の自力摂取時の誤嚥 ・飲み込み嚥下状態の確認
・食事形態の確認
・見守りの強化

誤薬 ・氏名確認の徹底
・服用の手順の見直し

浴室での介助時の転倒 ・複数での介助
・足下の注意

車椅子からの転落 ・安全ベルトの利用
・複数での介助

立ち上がり時の転倒 ・対応しやすい位置に席を配置
・靴、障害物の確認
・職員の声かけ
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資 料 ９

令 和 ６ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

災害に対する取組みについて

介護保険施設等は、災害が発生した場合に備え、施設入所者等の安全を確保する

体制を構築するとともに、防災マニュアル等の策定、従業者に必要な研修・訓練を

定期的に実施してください。

また、水防法および土砂災害防止法の改正に伴い、要配慮者利用施設が避難確保

計画に基づく避難訓練を実施した場合、所有者又は管理者から市町村長への結果報

告が義務化されています。対象施設等は、以下により訓練実施結果報告書を提出し

てください。

１ 対象施設等（ ）要配慮者利用施設

秋田市地域防災計画に記載され、避難確保計画の作成対象となっている介護保

険施設等

２ 訓練種類・内容

図上訓練、情報伝達訓練、避難経路の確認訓練、立退き避難訓練、垂直避難訓

練、持ち出し品の確認訓練等

３ 訓練実施結果の報告

避難訓練は、原則として年１回以上実施し、訓練実施後は概ね１か月を目安に

訓練結果を報告してください（訓練内容を分けて複数日で実施する場合は最後に

まとめて報告することができます 。）

４ 報告書様式

次のホームページ記載の様式「訓練実施結果報告書（社会福祉施設 」を使用）

してください。

○要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

訓練実施報告について

https://www.city.akita.lg.jp/bosai-kinkyu/bosai/1002188/1009680/

1023051.html
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資 料 １ ０

令 和 ６ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

介護報酬算定の留意事項について

１ 加算等の算定における留意事項

(1) 確認の必要な基準等

加算を算定するには、要件の内容を正しく理解し、全ての要件を満た

す必要があります。請求誤りを防止するため、普段から、解釈通知、関

連告示、厚生労働省のＱ＆Ａ等を確認した上で算定を行うようにしてく

ださい。

・ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」等の省令および告示「

・ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅「

介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の

留意事項について」等の通知

→厚生労働省ホームページ：介護・高齢者福祉＞介護報酬

＞令和６年度介護報酬改定について

・介護サービスＱ＆Ａ

→秋田市ホームページ＞くらしの情報＞介護保険＞事業者向け情報

＞介護給付費（加算・減算・過誤）＞介護サービスＱ＆Ａ

各種加算等自己点検シート・

→秋田市ホームページ＞くらしの情報＞介護保険＞事業者向け情報

＞介護給付費（加算・減算・過誤）＞自己点検シート

・介護報酬に関する通知

→秋田市ホームページ＞くらしの情報＞介護保険＞事業者向け情報

＞各種通知・お知らせ＞介護報酬に関する通知

(2) 加算・減算に関する手続について

加算・減算について、事業所等は、事前に介護給付費算定に係る体制

等を保険者に届出を行う必要があります。また、事業所の体制が加算等

の基準に該当しなくなったときにも届出が必要です。メールでの提出も
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令和７年度からは届出の受付は電子申請届出システ可能です。ただし、

、ムに一本化します 窓口やメールで届出の受付は原則いたしません。 ので

今年度中に電子申請届出システムが利用できるように、事業所での準備

をお願いいたします。

① 届出期限と算定開始月

サービス種類 届出期限 算定開始月

訪問・通所サービス 福祉用具貸与 居宅/ /
介護支援 介護予防支援 定期巡回・随時/ /
対応型サービス 地域密着型通所介護 認 毎月１５日まで 翌月/ /
知症対応型通所介護 小規模多機能型居/
宅介護 看護小規模多機能型居宅介護/
短期入所サービス 特定施設入居者生活 毎月末日/
介護 認知症対応型共同生活介護 地域密 翌月/ / ※受理日が１日の場

合は当月から算定可着型介護老人福祉施設 介護保険施設/
※提出期限を遡っての受理はできません。

※届出期限が土・日・祝日の場合は、その前営業日が提出締め切りです。

② 提出書類について

ア 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」

・ 届出者」は法人名になります。事業所名ではありません。「

・事業所番号を忘れずに記入してください。

・届出の内容について介護保険課から電話で確認をすることがあります

ので 「担当者氏名」欄には、対応してくださるかたの氏名を記入し、

てください。

・担当者の「電話」欄には、直通番号を記入してください。

・ 特記事項」欄は、変更のある全ての加算について、変更前と変更後「

を明記してください。

イ 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」

・介護と予防の両方にある加算については、予防分の一覧表も忘れずに

ご提出ください。

・一覧表は該当するサービスが記載されたページのみ印刷してご提出く

ださい。全ページを印刷する必要はありません。

・ その他該当する体制等」は、変更する加算の欄だけでなく、全ての「

加算に■（マーク）してください。
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ウ 添付書類

・加算の届出には必ず、算定開始月とその前月分の「勤務形態一覧表」

を添付してください。

・秋田市では各種加算の必要な添付書類等を「加算届出書類一覧表」に

まとめています。届出の際はチェック欄を記入の上、添付してくださ

い。

・今年度から新たに別紙様式111～113を作成したため、資格者証や議事

録等の添付は不要です（加算によっては議事録等を別途求める場合が

ありますのでご了承ください 。。）

※加算に関する様式等は秋田市ホームページでご確認ください。

→秋田市ホームページ：くらしの情報＞介護保険＞事業者向け情報

＞介護給付費（加算・減算・過誤）＞加算算定の手続および様式

※届出書類に不備等がある場合は、受理せずに返却しますので、十分確認

願います。

注 意

・届出事項については、運営指導等で確認します。算定要件に合致してい

、 。 、ないことが判明したときは 支給された介護報酬は返還になります また

利用者が支払った利用料の過払い分も返還することになります。

・記録は、提供したサービスの内容や報酬請求が適正であることを証明す

る資料です。記録が無い場合や挙証資料として不十分な内容である場合に

は実態がなかったものと見なされ、報酬の算定は認められません。

・加算の算定に必要とされる体制や要件を満たしているか、随時 「各種加、

算等自己点検シート」等により自主的に点検してください。

※加算の算定要件、請求の可否等のお問い合わせは、ＦＡＸかメール

(来庁や電話でのお問い合わせは受け付けておで送付してください。

りません。)
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２ 運営指導における介護報酬に関する指摘事例

運営指導により、算定要件を満たしていないことが判明し、返還となっ

た事例や指摘のあった事例等を以下に掲載します。資料番号１の「令和６年

度介護保険施設等指導監督実施方針等について」にも令和５年度の主な指摘

事項の掲載がありますので、参照ください。

サービス種類 加算等の名称 返還理由および指摘内容No

1 全サービス共通 介護サービス費 提供した具体的なサービスの内容

等が記録されていない。

2 全サービス共通 加算届について 届出上は加算算定「あり」となっ

ているが、以前から要件を満たし

ておらず、加算の算定もしていな

い。

加算の要件を満たさなくなった場

合は、速やかに加算の取り下げの

届出をすること。

3 全サービス共通 介護職員処遇改善 処遇改善計画および特定処遇改善

（一部サービス 加算および介護職 計画書を介護職員等に周知したと

を除く） 員等特定処遇改善 いう文書はあるが、記録がない。

加算 介護職員処遇改善計画書や介護職

員等特定処遇改善計画書を全ての

介護職員等に周知し、周知したこ

とがわかるように記録に残すこ

と。

4 全サービス共通 サービス提供体制 サービス提供体制強化加算につい

（一部サービス 強化加算について て、毎年所定の割合を維持しなけ

を除く） ればいけないが、前年度４月から

２月までの実績を記録していなか

った。

サービス提供体制強化加算につい

ては、要件を満たしているか、毎

年実績と所定の割合を確認し、保

管すること。

5 全サービス共通 サービス提供体制 全体の研修計画はあるが、従業者

（一部サービス 強化加算について ごとの研修計画が作成されていな

を除く） い。

6 全サービス共通 サービス提供体制 利用者に関する情報若しくはサー

（一部サービス 強化加算について ビス提供に当たっての留意事項の

を除く） 伝達又は当該事業所における職員

等の技術指導を目的とした会議に
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ついて、参加者の記録や欠席者が

後日参加した記録等がない。

7 全サービス共通 ＬＩＦＥ関連加算 提出すべき月に提出されていな

（一部サービス について い 提出すべき情報に漏れがあっ。

を除く） た。

8 訪問介護 初回加算 初回加算について、サービス提供

責任者が同行訪問していなかっ

た。また、初回加算について、サ

ービス提供責任者と同行訪問した

記録が、サービス提供記録になか

った。

9 訪問介護 同一建物減算の適 事業所と同一建物に居住する利用

用について 者に対して、減算を行っていなか

った。

10 訪問介護 特定事業所加算 「利用者に関する情報若しくはサ

ービス提供に当たっての留意事項

の伝達又は当該指定訪問介護事業

所における訪問介護員等の技術指

導を目的とした会議」について、

訪問介護員等のすべてが参加した

記録がなかった。

11 通所介護 送迎減算について 運行日誌又は介護記録に送迎の手

段（施設送迎か家族送迎か）や時

間の記載がないものが散見された。

利用者を送迎する際は、その手段

や時間を運行日誌又は介護記録に

記載しておくこと。

12 通所介護 個別機能訓練加算 介護記録に、機能訓練指導員（作

業療法士）が利用者宅を訪問した

時間の記載がなかった。

個別機能訓練加算について、機能

訓練指導員が利用者宅を訪問した

際は、介護記録にその旨を記載し

ておくこと。

13 小規模多機能型 居宅サービス計画 長期入院を経て再契約を行い、入

居宅介護 書について 所した利用者の居宅サービス計画

が第２表しか作成されていなかっ

た。

14 小規模多機能型 小規模多機能型居 居宅サービス計画と小規模多機能

居宅介護 宅介護計画につい 型居宅介護計画の利用日に相違が
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て あった。また小規模多機能型居宅

介護計画に沿ってサービスが提供

されていなかった。

15 小規模多機能型 認知症加算 月途中で日常生活自立度が変わっ

居宅介護 た利用者について、月末時点の日

常生活自立度に応じた加算区分を

算定していなかった。

16 介護老人福祉施 地域密着型施設サ 入所時に地域密着型施設サービス

設 地域密着型 ービス計画 計画を作成する際は、アセスメン（ ）

トおよびサービス担当者会議を開

催しなければならないが、全ての

入所者についてそれらが実施され

ていない又はその記録がない。

17 介護老人福祉施 特例入所 入所中に要介護２以下に区分変更

設 された被保険者がいるが、特例入

所の要件に該当するかどうか判定

していない。

18 介護老人福祉施 身体拘束廃止未実 ３ヶ月に１回以上、身体拘束適正

設 施減算 化検討委員会を開催していない。

19 介護老人保健施 所定疾患施設療養 当該施設の前年度における当該入

設 費Ⅰ 所者に対する投薬、検査、注射、

処置等の実施状況を公表しなけれ

ばならないが、ＨＰには前々年度

の算定回数のみ公表しており前年

度の分は公表されていなかった。

20 特定施設入居者 夜間看護体制加算 重度化した場合における対応の指

生活介護 針について、説明をしておらず、

入居時に利用者又はその家族から

同意を得ていない。

21 認知症対応型共 医療連携体制加算 「重度化した場合における対応に

同生活介護 について 係る指針」がなかった。

22 認知症対応型共 認知症専門ケア加 算定できる対象者は、日常生活

同生活介護 算 自立度ランクⅢ、Ⅳ、Ｍの者に限

られるが、それ以外の者にも算定

していた。

23 認知症対応型通 個別機能訓練加算 個別機能訓練に関する記録につい

所介護 （Ⅰ） て、実施時間、担当者等の記載が

ない。
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３ 介護報酬に関するよくあるお問い合わせ

各サービス事業所からよくあるお問い合わせについて事例を以下のとお

り掲載します。

No サービス種別 項目 質問 回答

1 共通 加算の 届け出た加算について要件 要件を満たさなくなっ

届出 を満たさなくなった場合 た場合は、速やかに届

は、算定さえしなければ改 け出ること。

めて届け出なくともよい

か。

2 共通 加算の 共通提出書類とされている 加算の要件を満たすこ

届出 勤務形態一覧表 別紙7 1 とを確認するための内（ ）-
は、事業所独自の様式があ 容が盛り込まれている

っても改めて作成する必要 ものであれば、事業所

があるのか。 独自の様式でも差し支

えない。

3 共通 加算の 特定事業所加算又はサービ 算定月を遡っての届出

届出 ス提供体制強化加算を取得 は認められない。人員

している場合において、人 の割合が要件を満たさ

員の割合を満たさなくなっ なくなる見込み又はそ

たが、より低い加算の要件 の状況が生じたとき

は満たす場合（例：加算Ⅰ は、速やかに期限まで

→加算Ⅱ 、人員の割合を に届け出ること。）

満たさなくなった月に遡っ

て加算の変更ができるか。

4 共通 加算の 特定事業所加算又はサービ 要件に変更がないので

届出 ス提供体制強化加算を取得 あれば届出は必要ない

している場合、毎年、届出 が、毎年３月中に要件

が必要か。 該当の可否を確認し、

記録しておくこと。

5 共通 加算の サービス提供体制強化加算 ３月時点において、前

届出 等において、前年度の実績 年度の４月から２月ま

が６月に満たないとして前 での実績が６月以上で

３月の割合をもって届け出 あり、かつ、当該期間

た場合は、毎月継続的に割 における所定の割合が

合を維持するとともに、割 要件を満たした場合

合を下回った場合は直ちに は、翌年度以降は毎月

届け出ることとされている の確認は不要である。

が、いつまでその状態を継

続すればよいのか。
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6 共通 押印廃 計画書等への同意の証とし 書面で同意を得る場合

止 て利用者又は家族の押印を は、署名によることに

求めていたが、押印を廃止 なる。電磁的方法によ

した場合、どのような方法 る場合は、電子メール

で同意の証としたらよい による利用者の意思確

か。 認や電子署名の活用な

どによることになる。

7 共通 自宅・ 利用者が施設へ通所・入所 自宅と施設（デイサー

施設間 するに当たって施設の車両 ビス・ショートステイ

の送迎 に乗せて利用者を送迎する 含む ）の送迎輸送に。

輸送 際に、当該利用者以外の者 ついては、自家用輸送

を同乗させたり、送迎の途 であることを明確化し

中で買物などのために寄り た上で、通所・入所の

道することは可能か。 目的のために利用者を

無償送迎することを条

件に認められているも

のであり、利用者以外

の者を同乗させたり、

途中で寄り道すること

は、自家用輸送の範疇

を超え、いわゆる「白

タク行為」に該当する

おそれがある。

8 共通 常勤換 常勤の職員が月途中で採用 常勤・非常勤にかかわ

算（月 ・退職した場合はどのよう らず、当該事業所で職

途中の に常勤換算数を算出すれば 員として勤務していた

採用・ よいか。 時間数に応じた常勤換

。 、退職の 算となる したがって

扱い） 採用の場合は、当該月

においては採用日以降

にサービス提供に従事

する時間として位置付

けられている時間に勤

務した時間数が勤務延

時間数となり、退職の

場合は、当該月におい

ては退職日前にサービ

ス提供に従事する時間

として位置付けられて

いた時間に勤務した時

間数が勤務延時間数と

なる。

例えば、週４０時間勤

務が常勤とされている

事業所で、常勤の職員
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が１日８時間を10日間

勤務して退職した場合

は、退職しなかったと

したならばその月の勤

務延時間数が160時間

となる場合、当該月の

常勤換算は （８時間、

×10日）÷160時間＝

0.5となる。

9 訪問サービス 駐車料 利用者宅への訪問の際に駐 駐車料金は交通費に含

金 車料金が生じた場合、その まれる。事業所が定め

料金を利用者へ請求できる る通常の事業の実施地

か。 域における交通費は、

介護報酬に含まれてい

るため、別に請求する

ことはできない。

10 訪問介護 通院・ どのような場合に報酬算定 ①利用者の日常生活上

外出介 の対象となるのか。 ・社会生活上のために

助 必要な外出である（必

要性 。）

②利用者自身が外出す

る必要があり、他者の

外出ではその目的を達

成できない外出である

（非代替性）

のいずれも満たす場合

に算定可能である。

11 訪問介護 院内介 院内介助は介護報酬算定の 院内介助は、原則病院

助 対象となるか。 のスタッフが行うべき

とされているが、①適

切なケアマネジメント

を行ったうえで、②院

内スタッフ等による対

応が難しく、③利用者

が介助を必要とする心

、身の状態である場合は

。例外的に算定が可能

なお、居宅外で行われ

、る訪問介護については

居宅において行われる

目的地（病院等）に行

くための準備を含む一

連のサービス行為とみ

なし得る場合に限り認

められるため、院内の
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付き添いだけをもって

して単独行為として算

定はできない。

12 訪問リハビリ 通所系 通所介護と併用するケース 訪問リハビリテーショ

テーション サービ において、必要と判断する ンは「通院が困難な利

スとの に値する理由について、ど 用者」に提供されるサ

、併用 のような事例が想定される ービスであることから

か。 通所介護が利用可能な

時点で 「通院が困難、

な利用者」であること

は考えにくく、両者の

。併用は想定していない

ただし、以下のような

ケースであれば併用も

可能であると考える。

・今まで通所介護を利

用していた方がＡＤＬ

の低下等により状態が

悪化し、訪問によるサ

ービスとの併用でなけ

ればリハビリの目的が

達成できないような場

合の過渡的なサービス

の併用。

・訪問リハビリテーシ

ョンの終了を見越した

上での一時的なサービ

スの併用（例えば、訪

問リハビリテーション

、の終了を見越した上で

外出の機会を増やして

いくために通所介護の

）利用を始める場合など

以上のことから、通所

介護を利用中に当然に

訪問リハビリテーショ

ンを組み込むことはで

きない。また、ケアプ

ランに位置付けるに当

たっては主治医の意見

や適切なアセスメント

に基づき、サービス担

当者会議等で必要性を

十分に検討することが

必要。
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13 訪問リハビリ リハビ リハビリテーションマネジ リハビリテーションの

テーション、 リテー メント加算を算定する際、 基本報酬の算定の際、

通所リハビリ ション リハビリテーション計画に ３月に１回以上の医師

テーション マネジ ついて、リハビリテーショ の診療及び３月に１

メント ン事業所の医師が利用者又 回以上のリハビリテー

加算、 はその家族に対して説明 ション計画の見直しを

医師に し、利用者の同意を得た場 求めていることから、

よる説 合、１月につき270単位が ３月に１回以上、リハ

明 加算 ビリテーション計画に

できるとされている。医師 ついて医師が説明を行

による説明があった月の っていれば、リハビリ

み、270 単位が加算される テーションマネジメン

のか。 ト加算に、毎月270単

位を加算することがで

きる。

14 通所介護 個別機 機能訓練指導員の職務に従 算定できる。

能訓練 事する理学療法士等が２名 なお、加算Ⅰイを届け

加算 確保できる体制があるとし 出ている場合は、理学

て加算Ⅰロを届け出た場合 療法士等を２名確保で

で、曜日によって理学療法 きる日があったとして

士等が１名しか確保できな も加算Ⅰロは算定でき

い場合は、加算Ⅰイを算定 ない。加算Ⅰイと加算

できるか。 Ⅰロを同時に届け出る

こともできない。

15 通所介護、通 入浴介 加算Ⅱを取得する場合は、 加算Ⅱを市に届け出て

所リハビリ、 助加算 利用者全員について加算Ⅱ いる場合で、加算Ⅱの

地域密着型通 の要件を満たしている必要 要件を満たさない利用

所介護 があるか 者がいる場合は、加算

Ⅰを算定できる。ただ

し、加算Ⅰを届け出て

いる場合は、たとえ加

算Ⅱの要件を満たす利

用者がいたとしても加

算Ⅱは算定できない。

16 通所介護、通 入浴介 現在、事業所において特殊 加算Ⅱは、個浴その他

所リハビリ、 助加算 浴槽での入浴を実施してい の利用者の居宅の状況

地域密着型通 る場合、加算Ⅱは算定でき に近い環境にて入浴介

所介護 るか。 助を行うことが要件で

あり、一般宅での使用

が想定しづらい特殊浴

槽は、これに該当しな

いと考える。
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17 通所介護、通 口腔・ 「加算の算定を行う事業所 加算算定可能な複数の

所リハビリ、 栄養ス については、サービス担当 事業所を利用する場合

地域密着型通 クリー 者会議で決定すること」と は、どの事業所で加算

所介護 ニング されているが、算定のたび を算定するかサービス

加算 に会議を開催しなければな 担当者会議を開催し、

らないのか。 ケアマネジャーが決定

する必要がある。事業

所が１つの場合は、算

定のたびに開催する必

要はないが、加算の算

定に伴いサービス内容

に変更が生じる場合や

加算算定可能な別の事

業所を新たに位置付け

る場合は、会議を開催

した上でケアプランの

変更が必要となる。

18 通所介護、通 口腔・ 加算の算定は、利用開始時 ６か月空ければ、変更

所リハビリ、 栄養ス および利用中６月ごととさ 後の事業所で算定でき

地域密着型通 クリー れているが、事業所が変わ る。例えば、変更前の

所介護 ニング った場合は、いつが最初の 事業所で４月に算定し

加算 算定月となるのか。また、 た場合、変更後の事業

事業所は変わらずに予防か 所では利用開始月では

ら介護（又はその逆）とな なく、６か月後の１０

った場合はどうか。 月が最初の算定月とな

る。

予防から介護に変わっ

た場合も同様である。

19 通所介護、 維 加算を取得する月の前年の 令和５年４月に届出をADL
特定施設入居 持等加 同月に市に届け出ることと 行うことになる。

者生活介護、 算 されているが、例えば令和

地域密着型通 ６年４月１日から算定する

、 。所介護、認知 場合 届出の期限はいつか

症対応型通所

介護、介護老

人福祉施設

20 通所介護、 維 既に「申出あり」として市 事業所の裁量で自由にADL
特定施設入居 持等加 に届け出ているが、年度途 変更することはできな

者生活介護、 算 中で評価対象期間を変更す い。評価対象期間を変

地域密着型通 ることができるか。 えたい場合は、加算を

所介護、認知 算定しようとする月の

症対応型通所 前年の同月中に改めて

介護、介護老 「申出あり」として市

人福祉施設 に届出が必要である。
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21 短期入所生活 送迎体 入所から31日目に自宅に戻 短期入所生活介護費が

介護 制加算 る際に送迎した場合、送迎 算定できないので、加

体制加算は算定できるか。 算の算定もできない。

22 短期入所生活 連続30 Ａ事業所への入所から31日 同一敷地内又は近接す

介護 日を超 目に退所し、同日にＢ事業 る事業所間での移動で

える利 所へ入所した場合、自費利 ない限り、日数のカウ

用 用となるのは、Ａ事業所の ントは、入所日および

みか、それともＡ・Ｂ両方 退所日の両方を含むの

の事業所か。 で、Ａ事業所の退所日

およびＢ事業所の入所

日は、それぞれ１日と

してカウントする。し

たがって、Ａ事業所の

退所日を自費利用とす

ることで連続が途切れ

るため、Ｂ事業所の入

所日は、通常どおり算

定することになる。

23 短期入所生活 連続30 Ａ事業所への入所から30日 上記と同様の理由によ

介護 日を超 目に退所し、同日にＢ事業 り、Ｂ事業所の入所日

。える利 所へ入所した場合、自費利 のみが自費利用となる

用 用となるのは、Ｂ事業所の

みか、それともＡ・Ｂ両方

の事業所か。

、24 短期入所生活 連続30 短期入所生活介護事業所を サービスが異なるので

介護 日を超 退所し、同日又は翌日に短 連続してカウントはせ

える利 期入所療養介護事業所へ入 ず、短期入所療養介護

用 所した場合は、連続してカ 事業所に入所した日を

ウントするのか。 第１日目として再カウ

ントする。

25 短期入所生活 長期利 入所から31日目を自費利用 長期利用者に対する減

介護 用者に とする場合、その費用は、 額は、自費利用終了後

対する 長期利用者に対する減額を 再び短期入所生活介護

減額 適用する前の金額か、適用 の提供を受けることに

した後の金額か。 なった日から適用され

るとされているが、こ

れは、介護報酬請求に

おいて適用されること

を示したものであり、

自費利用する日の取扱

いについては、事業所

と利用者との取決めに

よる。
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※令和６年度報酬改定

で追加された「長期利

用の適正化」後の自費

の日についても、同様

の考え方です。

26 短期入所生活 長期利 次の場合は、いつから減額 ①入所から32日目から

介護 用者に となるか。 減額となる。

対する ①退所することなく31日目 ②保険請求として１日

減額 を自費利用とした場合 も空いていないので、

②31日目に退所し、翌日に 最初の入所から32日目

同じ事業所に再入所した場 から減額となる。

、合 ③連続が途切れるため

③31日目に退所し、翌々日 再入所した日から31日

に同じ事業所に再入所した 目から減額となる。

場合 ④最初の入所から31日

④入所時は要支援で、30日 目から減額となる。

超過前に要介護となった場 ⑤予防短期入所に減額

合 規定はないため、減額

⑤入所時は要介護で、30日 とならない。

超過前に要支援となった場 ⑥併設短期入所から31

合 日目から減額となる。

⑥特養入所から併設短期入 ⑦最初の入所から31日

所に移った場合 目から減額となる。

⑦入所時はみなし２号被保

険者であったが、入所中に

65歳の誕生日が到来した場

合

27 短期入所生活 個別機 自宅に戻らず連続30日を超 個別機能訓練加算は、

介護 能訓練 えて利用している場合であ 利用者の居宅でのＡＤ

加算 っても、利用者の自宅で家 Ｌ、ＩＡＤＬ等の状況

族と面接できれば加算を算 を確認し、生活課題を

定できるか。 把握した上で、利用者

の在宅生活の継続支援

を行うことを評価する

ものであることから、

このような場合、加算

を算定することはでき

ない。

28 特定施設入居 身体拘 現に身体的拘束等を実施し 身体的拘束等を実施し

者生活介護、 束廃止 ている利用者がいない場合 ている利用者の有無に

認知症対応型 未実施 であっても、身体的拘束適 かかわらず、委員会の

共同生活介 減算 正化検討委員会を開催しな 開催、指針の整備およ

護、介護老人 いと減算になるのか。 び職員研修は必要であ

福祉施設、介 り、それらを実施して

護老人保健施 いない場合は、３か月
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設 以上の減算となる。

29 認知症対応型 備品に ベッド、車いす、体位変換 適切なアセスメントの

共同生活介護 係る費 器等直接介護に要する備品 結果、当該利用者に必

用 について、その準備や修繕 要とされた備品につい

に係る費用を利用者に求め ては、事業者の負担に

ることはできるか。 より準備・修理をする

必要がある。一方、必

要とされた備品よりも

高機能なものや、利用

者個人の嗜好により専

ら当該利用者のみが使

、用する備品については

その費用負担について

事業者と利用者が協議

により定めることは差

し支えない。

30 小規模多機能 認知症 月の途中で日常生活自立度 月末時点での日常生活

型居宅介護 加算 が変わった場合、どの時点 自立度に対応する加算

。の日常生活自立度を用いて を算定することになる

算定すべきか。

31 小規模多機能 看護職 加算Ⅰを算定しているが、 常勤の要件は、月末時

型居宅介護 員配置 月の途中で常勤の看護師が 点で判断する。したが

加算 退職した場合、その月は、 って、常勤の看護師が

同加算を算定できるか。 退職し、月末までその

状態が続く場合は、そ

の月の同加算は算定で

きない。一方、月末ま

でに代わりの常勤の看

護師が配置された場合

、 、は その月の同加算は

引き続き算定できる。

32 看護小規模多 看護体 要件である緊急時訪問看護 介護保険の給付対象と

機能型居宅介 制強化 加算および特別管理加算の なる訪問看護の利用者

。 、護 加算 算定利用者数には、医療保 数に限られる ただし

険における訪問看護の利用 割合を算出するための

者数は含まれるか。 分母（指定看護小規模

多機能型居宅介護事業

所における利用者の総

数）には、医療保険の

対象となる利用者数を

含む。

33 小規模多機能 同一日 （看護）小規模多機能型居 この場合、原則として

型居宅介護、 の算定 宅介護事業所を退所し、同 （看護）小規模多機能
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看護小規模多 日に、短期入所生活介護事 型居宅介護は算定でき

機能型居宅介 業所又は認知症対応型共同 ない。ただし、相応の

護 生活介護事業所に入所した 理由又は必要性がある

場合、双方のサービスを算 として利用者に説明し

定できるか。 て同意を得て支援経過

等に記録した場合は、

算定可能とする。

34 介護老人福祉 安全対 入所時に加算を算定した 算定できる。

施設、介護老 策体制 が、その後退所し、同月に

人保健施設 加算 再入所した場合は、同加算

を再び算定できるか。

35 介護老人福祉 栄養マ 管理栄養士の常勤換算の算 できない。

施設、介護老 ネジメ 出に当たっては、併設ショ

人保健施設 ント強 ートでの勤務時間を含める

化加算 ことができるか。

36 介護老人保健 基本施 リハ専門職員の配置割合を 人員基準上の常勤換算

施設 設サー 算出するに当たり、理学療 と異なり、サービス提

ビス 法士等の当該介護保険施設 供の実績時間を常勤換

費、在 サービスの提供に従事する 算で算出することにな

宅復帰 勤務延時間数には、出張、 る。したがって、サー

・在宅 休暇、研修、時間外労働の ビス提供をしていない

療養支 各時間は算入できるか。 出張、休暇、研修の時

援機能 間を含めることはでき

加算 ないが、時間外労働の

時間は含めることがで

きる。この取扱いは、

支援相談員の配置割合

を算出する場合も同様

である。

37 施設系サービ 協力医 「入所者の同意を得て、当 算定できる。

ス、入居系サ 療機関 該利用者の病歴等の情報を 本加算は、高齢者施設

ービス 連携加 共有する会議を定期的に開 等と協力医療機関との

算 催している場合 とあるが 実効性がある連携体制」 、

同意が得られない者に対し を構築することを目的

、ては加算を算定できないの とした体制加算であり

か。 入所者全員について算

定されるもの。なお、

協力医療機関に対して

病歴等の情報を共有す

ることについて同意が

得られない入所者であ

っても、当該入所者の

急変時等において協力

医療機関による診療等
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が受けられるように取

り組むことが必要。

38 福祉用具貸与 介護報 ショートステイを長期利用 ショートステイを利

酬の算 中だが１泊２日で自宅へ帰 用中でも福祉用具貸与

定 る場合、福祉用具貸与を算 を算定することは可能

定することは可能か。 だがこれは在宅 とシ

ョートステイの行き来

が想定される中で、そ

の両立を可能とするた

めの規定である。自宅

に定期的に帰るため、

今後自宅での生活を増

やすために生活環境を

整える等の理由もな

く、日帰りや一泊二日

を目的にするのは適正

な利用ではない。

39 福祉用具貸与 介護報 住宅型有料老人ホームに入 福祉用具は日常生活の

酬の算 所中だが福祉用具貸与を算 便宜を図るもののた

定 定することは可能か。 め、日常生活の拠点で

ある居宅での利用が原

則となっている。しか

し、このケースでは住

宅型有料老人ホームが

日常生活の拠点となる

ため、算定できる。

なお、市から特定の指

定を受けている有料老

（ ）人ホーム等 特定施設

では算定できないた

め、注意が必要。

40 居宅介護支援 ケアプ 通常は、ケアプラン作成前 緊急的なサービス利用

ラン作 にサービス担当者会議を開 等やむを得ない場合

成とサ 催するが、既にサービスを や、効果的・効率的に

ービス 利用している利用者につい 行うことを前提とする

担当者 て、認定の有効期間経過後 ものであれば、業務の

会議開 に更新や要介護状態区分変 順序が一部前後しても

。 、催のタ 更の認定結果が出た場合、 差し支えない ただし

イミン 日程調整の関係から本プラ サービス担当者会議の

グ ン作成後にサービス担当者 結果、本プランを見直

会議を開催するケースもあ す必要が生じたとき

ると思うが、問題ないか。 は、速やかに対応する

必要がある。

41 居宅介護支援 運営基 運営基準減算が適用された 運営基準減算が適用さ
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準減算 利用者が１人いる場合、初 れた利用者のみが算定

回加算は、その１人だけが できない。

算定できないのか、それと

も利用者全員が算定できな

いのか。

42 居宅介護支援 運営基 利用者が月を通してショー 減算とはならないが、

準減算 トステイに入所しているこ ショートステイにおい

とにより居宅でのモニタリ て月１回の面接をする

ングができない場合は、減 こと。

算となるのか。

43 居宅介護支援 初回加 利用者がＡ事業所からＢ事 利用者の増やケアマネ

算 業所へ移った場合、Ｂ事業 ジャーの独立などの理

所で初回加算を算定できる 由により同一法人内で

か。 事業所を分割した場合

を除き、算定できる。

44 居宅介護支援 初回加 40歳以上64歳以下の生活保 新たにアセスメントを

算 護受給者（いわゆる「みな 行って居宅サービス計

し２号被保険者 ）が65歳 画を作成した場合であ」

に到達して介護保険の被保 れば算定できる。

険者の資格を取得した場合

は、初回加算を算定できる

か。

45 居宅介護支援 特定事 常勤かつ専従の介護支援専 できない。ただし、主

業所加 門員が、業務に支障を来さ 任介護支援専門員は、

算 ない範囲内で管理者と兼務 この限りでない。

することはできるか。 ※令和３年４月１日以

降は、経過措置又は特

例措置に該当する場合

を除き、管理者は主任

介護支援専門員でなけ

ればならない。

46 居宅介護支援 特定事 加算Ⅰの要件である「算定 含まない。

業所加 日が属する月の利用者の総

算 数のうち、要介護状態区分

が要介護３、要介護４又は

要介護５である者」の「総

数」には、受託している要

支援者を含むのか。

47 居宅介護支援 特定事 介護支援専門員に対する研 届出は必要ないが、定

業所加 修計画は、毎年度少なくと めていない場合は、加

算 も次年度が始まるまでに次 算を算定できない。
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年度分を定めることとなっ

ているが、市への届出も毎

年必要か。

48 居宅介護支援 特定事 「指定居宅介護支援の提供 受託している要支援者

業所加 を受ける利用者数が当該指 数は、３分の１を乗じ

。 、算 定居宅介護支援事業所の介 て計算する すなわち

護支援専門員１人当たり45 （要介護者数＋要支援

名未満」の「利用者数」に 者数×１／３）÷介護

は、受託している要支援者 支援専門員数 ＜ 45と

を含むのか。 なる。

49 居宅介護支援 特定事 他法人が運営する指定居宅 届出は必要ないが、定

業所加 介護支援事業者と共同で行 めていない場合は、加

算 う事例検討会、研修会等の 算を算定できない。

実施計画は、毎年度少なく

とも次年度が始まるまでに

次年度分を定めることとな

っているが、市への届出も

毎年必要か。

50 居宅介護支援 入院時 情報提供を 、メール郵 病院又は診療所の職員FAX
情報連 送等で行う場合、発信（発 が受け取った日が基準

携加算 送）日が基準となるのか、 となる。よって、先方

着信（到達）日が基準とな が確実に受け取ったこ

るのか。 とを確認するととも

に、その旨を居宅サー

ビス計画等に記録して

おく必要がある。

51 居宅介護支援 退院・ 退院後、自宅に戻らずに直 算定できる。

退所加 接ショートステイに入所し

算 た場合は、算定できるか。

52 居宅介護支援 退院・ 利用者の自宅で病院等の職 面談の場所に定めはな

退所加 員と面談することは可能 い。

算 か。

53 居宅介護支援 退院・ 病院又は診療所に入院して 診療報酬の算定方法

退所加 いた者が退院するに当 り （平成20年厚生労働省た

算 開催するカンファレンスの 告示第59号）別表第一

具体的な要件は何か。 医科診療報酬点数表の

退院時共同指導料２の

注３の要件は、

①入院中の保険医療機

関の保険医又は看護師

等（保健師、助産師、
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看護師、准看護師）

②次の から までのうa d
ちいずれか２者以上

在宅医療担当医療機a
関の保険医又は看護師

等

保険医である歯科医b
師又はその指示を受け

た歯科衛生士

保険薬局の保険薬剤c
師

訪問看護ステーショd
ンの看護師等（准看護

師を除く）、理学療法

士、作業療法士又は言

語聴覚士

③介護支援専門員

とされており、上記①

・②・③が全て出席し

ている必要がある。な

お、①と② が同一のa
場合は、要件を満たさ

ない。
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資 料 １ １
令 和 ６ 年 １ ０ 月
集 団 指 導 資 料
秋 田 市 介 護 保 険 課

介護職員等処遇改善加算の経過措置について

令和６年６月より旧３加算から新加算へ移行しましたが、賃金規程の見

直し等の事業者の事務負担に配慮し、令和６年度中は経過措置が設けられ

ている要件が多くあります。来年度からの算定に向けて、要件を再度確認

し、事業所での準備をお願いいたします。

１ 月額賃金改善要件Ⅰ（月給による賃金改善）

令和７年４月１日より、以下の要件を満たす必要があります。

加算区分 要件

新加算Ⅰ 仮に新加算Ⅳを算定する場合に見込まれる加算額の１／２

新加算Ⅱ 以上を基本給又は毎月支払われる手当（以下「基本給等」）の

新加算Ⅲ 改善に充てること。

新加算Ⅳ 新加算Ⅳの加算額の１／２以上を基本給等に充てること。

(1) 本要件を満たすために賃金総額を新たに増加させる必要はありませ

ん（未算定事業所が新規に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定し始

める場合を除く。）。

(2) 基本給等以外の手当又は一時金により行っている賃金改善の一部を

減額し、その分を基本給等に付け替えることで、要件を満たすことと

して差し支えありません。

(3) 新規の基本給等の引上げで要件を満たす場合は、ベースアップ（賃

金表の改訂により基本給等の水準を一律に引き上げること）により行

うことを基本とします。

２ 月額賃金改善要件Ⅱ（旧ベースアップ等加算相当の賃金改善）

令和６年５月31日時点で旧ベースアップ等加算を算定しておらず、令

和８年３月31日までの間に新規に新加算Ⅰから新加算Ⅳまでのいずれか

仮に旧ベースアップ等加算を算定する場合に見込まれを算定する場合、

る加算額の２／３以上の基本給等の引き上げ（ベースアップにより行う

なお、新規に新加算を算定こと）を新規に実施しなければいけません。

開始した年度の実績報告書において、当該賃金改善の実施についての報

告が必要です。
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３ キャリアパス要件Ⅰ～Ⅲ

令和６年度の処遇改善計画書において、以下の定めの整備を行うこと

を誓約し、今年度は要件を満たすものとして加算を算定している事業所

必ず令和７年３月末までに当該定めの整備を行い、実績報については、

告書においてその旨の報告が必要となります。

要件区分 誓約内容

キャリアパス要件Ⅰ 介護職員の任用要件・賃金体系の整備

キャリアパス要件Ⅱ 研修等に係る計画を策定、研修の実施又は研修機

会の確保

キャリアパス要件Ⅲ 昇給の仕組みの整備

４ キャリアパス要件Ⅳ（改善後の年額賃金要件）

「経験・技能のある介護職員のうち１人以上令和７年４月１日より、

に要件は、賃金改善後の賃金の見込額が年額440万円以上であること。」

が変更となります。令和７年度からは月額平均８万円以上の改善では要

件を満たしませんのでご注意ください。

５ 職場環境等要件

令和７年４月１日以降に新加算ⅠからⅣまでのいずれかを算定する場

合は、別紙表１に掲げる処遇改善の取組を、以下の表のとおり実施する

ことが必要です。

加算区分 要件

新加算Ⅰ ・別紙表１の「生産性向上（業務改善及び働く環境改善）

新加算Ⅱ のための取組」を除く区分ごとに の取組２以上

・同表中の「生産性向上（業務改善及び働く環境改善）の

ための取組」のうち の取組（うち⑰又は⑱は必須）３以上

※１

・職場環境等の改善に係る取組について、ホームページへ

の掲載等により公表 ※２

新加算Ⅲ ・別紙表１の「生産性向上（業務改善及び働く環境改善）

新加算Ⅳ のための取組」を除く区分ごとに の取組１以上

・同表中の「生産性向上（業務改善及び働く環境改善）の

ための取組」のうち の取組 ※１２以上
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※１ 生産性向上推進体制加算を算定している場合、「生産性向上（業務

改善及び働く環境改善）のための取組」の要件を満たすものとします。

また、１法人あたり１の施設又は事業所のみを運営する法人等の小規

模事業者は、㉔の取組を実施していれば、要件を満たすものとします。

※２ 具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、新加算の算定

状況を報告するとともに、職場環境等要件を満たすために実施した取

組項目及びその を「事業所の特色」欄に記載するこ具体的な取組内容

と。当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業

者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。

６ その他

(1) 新加算Ⅴ(1)～(14)は令和６年３月31日までの経過措置区分となり

ます。令和７年４月１日からは算定できませんので、来年度に新加算

Ⅰ～Ⅳのいずれかを算定する場合は、要件を確認し、計画的に準備を

お願いいたします。

(2) 年度途中で事業所の休止・廃止があり、処遇改善計画書の内容に変

更がある場合は、速やかに別紙様式４「変更に係る届出書」と別紙様

式２「介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書（令和６年度）」を

提出してください。

(3) 事業所を休止・廃止した場合であっても、実績報告書の提出が必要

です。各事業年度の最終の支払があった月の翌々月の末日までに、別

紙様式３「介護職員等処遇改善加算等実績報告書（令和６年度）」を

提出してください。



表１　職場環境等要件（令和７年度以降）
区分 内容

①法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕
組みなどの明確化
②事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築
③他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらな
い幅広い採用の仕組みの構築（採用の実績でも可）
④職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力度向上の取組の実
⑤働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門
性の高い介護技術を取得しようとする者に対するユニットリーダー研修、ファース
トステップ研修、喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対
するマネジメント研修の受講支援等
⑥研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
⑦エルダー・メンター（仕事やメンタル面のサポート等をする担当者）制度等導入
⑧上位者・担当者等によるキャリア面談など、キャリアアップ・働き方等に関する
定期的な相談の機会の確保
⑨子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事
業所内託児施設の整備
⑩職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希
望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
⑪有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標（例えば、
１週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●％以上を取得）を定めた上
で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけを行っている
⑫有給休暇の取得促進のため、情報共有や複数担当制等により、業務の属人化の解
消、業務配分の偏りの解消を行っている
⑬業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置等相談体制の充実
⑭短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業員のため
の休憩室の設置等健康管理対策の実施
⑮介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、職員に対する腰痛対策
の研修、管理者に対する雇用管理改善の研修等の実施
⑯事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備
⑰厚生労働省が示している「生産性向上ガイドライン」に基づき、業務改善活動の
体制構築（委員会やプロジェクトチームの立ち上げ、外部の研修会の活用等）を
⑱現場の課題の見える化（課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等）を
実施している
⑲５S活動（業務管理の手法の１つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとった
もの）等の実践による職場環境の整備を行っている
⑳業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減
を行っている
㉑介護ソフト（記録、情報共有、請求業務転記が不要なもの。）、情報端末（タブ
レット端末、スマートフォン端末等）の導入
㉒介護ロボット（見守り支援、移乗支援、移動支援、排泄支援、入浴支援、介護業
務支援等）又はインカム等の職員間の連絡調整の迅速化に資するICT機器（ビジネス
チャットツール含む）の導入
㉓業務内容の明確化と役割分担を行い、介護職員がケアに集中できる環境を整備。
特に、間接業務（食事等の準備や片付け、清掃、ベッドメイク、ゴミ捨て等）があ
る場合は、いわゆる介護助手等の活用や外注等で担うなど、役割の見直しやシフト
の組み換え等を行う。
㉔各種委員会の共同設置、各種指針・計画の共同策定、物品の共同購入等の事務処
理部門の集約、共同で行うICTインフラの整備、人事管理システムや福利厚生システ
ム等の共通化等、協働化を通じた職場環境の改善に向けた取組の実施
㉕ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員
の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
㉖地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上に資する、地域の児童・生徒や
住民との交流の実施
㉗利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供
㉘ケアの好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供

やりがい・働きがいの醸成

入職促進に向けた取組

資質の向上やキャリアアップ
に向けた支援

両立支援・多様な働き方の推
進

腰痛を含む心身の健康管理

生産性向上（業務改善及び働
く環境改善）のための取組
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資 料 １ ２

令 和 ６ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

減算関係について（ＢＣＰ・高齢者虐待・同一建物減算）

１ 業務継続計画未実施減算（居宅療養管理指導・特定福祉用具販売を除く）

業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、以下の基準に

適合しない場合に施設・居住系サービスは所定単位数の100分の３、その

他のサービスは所定単位数の100分の１に相当する単位数を減算します。

業務継続計画未実施減算

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提

供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開

を図るための計画（業務継続計画）を策定すること。

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること。

※経過措置有り

・訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和７年

３月31日までの間、減算を適用しません。

・他のサービスについては、令和７年３月31日までの間、感染症の予防

及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計

画の策定を行っている場合には、減算を適用しません。

２ 高齢者虐待防止措置未実施減算（居宅療養管理指導・特定福祉用具販売を除く）

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、虐待の

発生又はその再発を防止するための次の措置が講じられていない場合に、

所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算します。

高齢者虐待防止措置未実施減算

・虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活

可能）を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に

知徹底を図ること。

・虐待の防止のための指針を整備すること。
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・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

※福祉用具貸与については、３年間の経過措置期間が設けられます。

３ 同一建物減算

(1) 訪問介護

訪問介護において、同一建物等居住者へのサービス提供割合が多く

なるにつれて、訪問件数は増加し、移動時間や移動距離は短くなって

いる実態を踏まえ、同一建物減算について、事業所の利用者のうち、

一定割合以上が同一建物等に居住する者への提供である場合に、以下

のとおり報酬の適正化を行う新たな区分を設けられました。該当する

場合は市への届出が必要です。

減算の内容 算定要件

①10％減算 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物

に居住する者（②及び④に該当する場合を除く。）

②15％減算 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物

に居住する利用者の人数が１月あたり50人以上の場合

③10％減算 上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者（当該建

物に居住する利用者の人数が１月あたり20人以上の場合）

④12％減算 正当な理由なく、事業所において、前６月間に提供した

【新設】 訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地

内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者（②

に該当する場合を除く。）に提供されたものの占める割

合が100分の90以上である場合

○上記表の④12％減算について

ア 判定期間と減算適用期間

判定期間 減算適用期間

前期 ３月１日から同年８月31日まで 10月１日から翌年３月31日まで

後期 ９月１日から翌年２月末日まで ４月１日から同年９月30日まで

※令和６年度においては、前期の判定期間を４月１日から９月30日、

減算適用期間を11月１日から３月31日までとし、後期の判定期間を10

月１日から２月末日、減算適用期間を令和７年度の４月１日から９月

30日までとします。
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イ 判定方法

判定期間に訪問介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等

に居住する利用者数（利用実人員）÷ 判定期間に指定訪問介護を提

供した利用者（利用実人員）

ウ 算定手続

判定の結果90％以上である場合は、判定期間が前期の場合は９月

15日（今年度は10月15日。）までに、判定期間が後期の場合につい

ては３月15日までに判定に要した書類を市に提出してください。90

％以上でなかった場合についても、当該書類は２年間保存する必要

があります。

エ 正当な理由の範囲

90％以上に至ったことについて、正当な理由がある場合は、当該

理由を市に提出してください。不適当な理由とされた場合は、減算

を適用するものとして取り扱います。正当な理由とは、判定期間の

１月あたりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模で

有る場合や、正当な理由として市長が認めた場合です。

(2) 居宅介護支援

介護報酬が業務に要する手間やコストを評価するものであることを

踏まえ、利用者が事業所と併設・隣接している施設や、同一の建物に

入居している場合に、所定単位数の100分の95に相当する単位数を減算

します。

対象となる利用者

・居宅介護支援事業所の所在する建物と同一の敷地内、隣接する敷地

内の建物又は居宅介護支援事業所と同一の建物に居住する利用者。

・居宅介護支援事業所における１月当たりの利用者が同一建物に20人

以上居住する建物（上記を除く。）に居住する利用者。

※20人以上居住する建物とは、当該建築物に事業所の利用者が20人以上

居住する場合であり、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接

する建物の利用者数を合算するものではありません。
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資 料 １ ４

令 和 ６ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

短期入所生活介護における長期利用の適正化について

１ 長期利用の適正化について

短期入所生活介護における長期利用は、施設と同様の利用形態となっ

同一事業所を連続ていることから、居宅に戻ることなく自費利用を挟み

介護福祉施設サービして60日を超えて利用する場合、その超えた日から

ス費と同単位数を算定することとなります。

なお、介護予防短期入所生活介護においても、長期利用の適正化が新

同一事業所を連続して30日設され、居宅に戻ることなく自費利用を挟み

所定の単位数を算定することを超えて利用する場合、その超えた日から

となります。

２ よくあるお問い合わせ

Ｑ１ 長期利用適正化の日数をカウントする際は、31日目の自費の日を

含むのか。

Ａ１ 含む。

＜短期入所生活介護＞

（要介護３の場合） 単独型 併設型 単独型ユニット型併設型ユニット型

基本報酬 787単位 745単位 891単位 847単位

長期利用減算適用後
（31日～60日）

757単位 715単位 861単位 817単位

長期利用の適正化
（61日以降）

732単位 715単位（※） 815単位 815単位

（参考）介護老人福祉施設

＜介護予防短期入所生活介護＞

要介護区分

要支援１

要支援２ （ユニット型）介護福祉施設サービス費の要介護１の単位数の93／100

732単位 815単位

※併設型は、すでに長期利用者に対する減算によって介護老人福祉施設サービス費以下の単位数となっているため、更なる単位

数の減は行わない。

単位数

（ユニット型）介護福祉施設サービス費の要介護１の単位数の75／100
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Ｑ２ 60日を超える長期利用に対する自費利用日について、費用はどの

ように決めればいいのか。

Ａ２ 自費利用する日の取扱いについては、事業所と利用者との取決め

による。

Ｑ３ 61日目以降は長期利用減算（１日－30単位）を行うのか。

Ａ３ 減算は行わない。長期利用の適正化について、介護福祉施設サー

ビス費の単位数と同単位とすることとされているため、減算は行わ

ず、長期利用の適正化の単位数を算定することとなる。

※ 長期利用の適正化の単位数を算定のうえ、誤って長期利用減算を行な

った場合、返戻や請求エラーにはならずに請求が通ってしまいます（国

保連合会へ確認済み）。請求誤りがある場合は過誤調整での対応が必要

となりますのでご注意ください。
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 別 紙 １  

長期利用の適正化の請求について 

・自費の日･･･入所して 31 日目と 62 日目 

・長期利用減算の期間･･･入所して 31 日目から 60 日目まで（ただし 31日目は自費の日） 

・長期利用の適正化･･･入所して 61 日目以降（ただし 62 日目は自費の日） 
 

① 28 29 30 31 32 33 34 59 60 61 62 63 64

②
Ａ

事業所
28 29 30 31 1 2 3 28 29 30 31 1 2

（自費） （自費）

長期利用減算（－30単位） 長期利用の適正化

①自費利用日を挟み、同一事業所を連続30日および60日を超えて利用している場合のカウント

②利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合のカウント（自費の日を挟むことで
連続が途切れるため、自費の日の次の日から再カウントする）
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 別 紙 ２  

 

 

 

短期入所生活介護における長期利用者に関わる請求について 
 
 
 

短期入所生活介護における長期利用者への請求について市に寄せられる質問が多いことから、改めて長期利用者への請求 

について様々な例をもとにまとめました。詳細は以下のとおりです。 

なお、同一事業所の利用が連続６０日を超える長期利用の適正化の場合も以下の考え方と同様となります。 

（表中の記号） 

 （１）：利用者が連続して３０日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合の短期入所生活介護費 

 （２）：連続して３０日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所へ入所している場合の減算および 

     連続して６０日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所へ入所している場合の長期利用の適正化 

 （３）：連続して３０日を超えて同一の指定介護予防短期入所生活介護事業所へ入所している場合の長期利用の

適正化 
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28 29 30 31 32 33 34

(1)： 31日目を自費とすることで連続が途切れるた
め、32日目を第１日目として再カウントする。

Ａ 28 29 30 31 1 2 3
(2)： 31日目から減算となり、61日目から長期利用の

適正化の単位数を算定する。

（自費） (3)： 31日目から長期利用の適正化の単位数を算定
する。

28 29 30 31 32 33 34

(1)： 29日目を自費とすることで連続が途切れるた
め、30日目を第１日目として再カウントする。

Ａ 28 29 1 2 3 4 5
(2)： 31日目から減算となり、61日目から長期利用の

適正化の単位数を算定する。

（自費） (3)： 31日目から長期利用の適正化の単位数を算定
する。

28 29 30 31 32 33 34

(1)： 31日目を自費とすることで連続が途切れるた
め、32日目を第１日目として再カウントする。

Ａ 28 29 30 31 1 2 3
(2)： 31日目から減算となり、61日目から長期利用の

適正化の単位数を算定する。

（退所） （再入所） (3)： 31日目から長期利用の適正化の単位数を算定
する。

28 29 30 31 32 33 34

(1)： 31日目を自費とすることで連続が途切れるた
め、32日目を第１日目として再カウントする。

Ａ 28 29 30 31 1 2 3
(2)： 31日目から減算となり、61日目から長期利用の

適正化の単位数を算定する。

（退所） （再入所） （自費） (3)： 31日目から長期利用の適正化の単位数を算定
する。

①同一の事業所
に連続して入所し
ている場合（31日
目自費）

②同一の事業所
に連続して入所し
ている場合（29日
目自費）

③同一の事業所
を退所し、再び入
所する場合（30日
目退所、31日目
再入所）

④同一の事業所
を退所し、再び入
所する場合（29日
目退所、30日目
再入所）
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28 29 30 31 32 33 34

(1)： 29日目で連続が途切れるため、31日目を第１日
目として再カウントする。

Ａ 28 29 1 2 3 4
(2)： 減算は生じない。

（退所） （再入所） (3)： 長期利用の適正化の単位数は算定しない。

28 29 30 31 32 33 34

(1)：

Ａ 28 29 30 31 1 2 3

（自費） (2)： 31日目から減算となり、61日目から長期利用の
適正化の単位数を算定する。

(3)： 31日目から長期利用の適正化の単位数を算定
する。

28 29 30 31 32 33 34

Ａ 28 29 30 31 1 2 3
(1)： 要介護５での第１日目が31日目となり、自費に

なる。

（自費）

(2)： 31日目から減算となり、61日目から長期利用の
適正化の単位数を算定する。

Ｘ保険者 Ｙ保険者

Ｙ保険者での第１日目が31日目となり、自費に
なる。※ただし月の途中で保険者が変わった場
合、介護給付費明細書は２件提出することにな
る。

⑦同一の事業所
に入所している場
合で、二つの要介
護認定期間をま
たがる場合

要介護４ 要介護５

⑤同一の事業所
を退所し、再び入
所する場合（29日
目退所、31日目
再入所）

⑥同一の事業所
に入所している場
合で、保険者がＸ
保険者からＹ保険
者に変わる場合
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28 29 30 31 32 33 34

Ａ 28 29 30 31 1 2 3
(1)： 要介護での第１日目が31日目となり、自費にな

る。

（自費） (2)： 31日目から減算となり、61日目から長期利用の
適正化の単位数を算定する。

(3)： 長期利用の適正化の単位数は算定しない。

28 29 30 31 32 33 34

Ａ 28 29 30 31 1 2 3
(1)： 要支援での第１日目が31日目となり、自費にな

る。

（自費） (2)： 減算は生じない。

(3)： 31日目から長期利用の適正化の単位数を算定
する。

28 29 30 31 32 33 34

Ａ 28 29 30
(1)： Ｂ事業所の初日が31日目となるため自費とな

り、32日目を第１日目として再カウントする。

（退所） (2)： 減算は生じない。

Ｂ 31 1 2 3
(3)： 長期利用の適正化の単位数は算定しない。

（入所）

要支援 要介護

⑨同一の事業所
に入所している場
合で、要介護から
要支援となった場
合

要介護 要支援

⑩Ａ事業所を退
所し、翌日にＢ事
業所に入所する
場合（30日目退
所、31日目入所）

⑧同一の事業所
に入所している場
合で、要支援から
要介護となった場
合
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28 29 30 31 32 33 34

Ａ 28 29 30 31
(1)： Ａ事業所の31日目が自費となり、Ｂ事業所の初

日を第１日目として再カウントする。

（退所） (2)： 減算は生じない。

Ｂ 1 2 3
(3)： 長期利用の適正化の単位数は算定しない。

（入所）

28 29 30・31 32 33 34 35

Ａ 28 29 30
(1)： Ｂ事業所の初日が31日目となるため自費とな

り、32日目を第１日目として再カウントする。

（退所） (2)： 減算は生じない。

Ｂ 31 1 2 3 4
(3)： 長期利用の適正化の単位数は算定しない。

（入所）

28 29 30 31・32 33 34 35

Ａ 28 29 30 31
(1)： Ａ事業所の31日目が自費となり、Ｂ事業所の初

日を第１日目として再カウントする。

（退所） (2)： 減算は生じない。

Ｂ 1 2 3 4
(3)： 長期利用の適正化の単位数は算定しない。

（入所）

⑪Ａ事業所を退
所し、翌日にＢ事
業所に入所する
場合（31日目退
所、32日目入所）

⑫Ａ事業所を退
所し、同日にＢ事
業所に入所する
場合（30日目退
所、31日目入所）

⑬Ａ事業所を退
所し、同日にＢ事
業所に入所する
場合（31日目退
所、32日目入所）
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28 29 30 31 32 33 34

28 29 30

（退所） (2)： 減算は生じない。

1 2 3 4
(3)： 長期利用の適正化の単位数は算定しない。

（入所）

26 27 28 29 30 31 32

26 27 28 29 30 31 1
(1)： 31日目を自費とすることで連続が途切れるた

め、32日目を第１日目として再カウントする。

（資格取得） 誕生日 （自費）
(2)： 31日目から減算となり、61日目から長期利用の

適正化の単位数を算定する。

(3)： 31日目から長期利用の適正化の単位数を算定
する。

30 31 32 33 34 35 36

30 31 1 2 3 4 5
(1)： 31日目を自費とすることで連続が途切れるた

め、32日目を第１日目として再カウントする。

（自費） （資格取得） 誕生日
(2)：

(3)： 介護保険請求においては33日目から長期利用
の適正化の単位数を算定する。

※⑮・⑯は介護保険請求においての考え方です。みなし２号の間の請求や減算・長期利用適正化については保護課へご確認ください。

　
(1)： サービスが異なるので連続してカウントはせず、

短期入所療養介護事業所に入所した日を第１
日目としてカウントする。

⑯同一の事業所
に入所している場
合で、入所時は
みなし２号被保険
者であったが、入
所中に65歳の誕
生日が到来した
場合　※入所から
31日目以降に到
来

Ａ

⑭短期入所生活
介護事業所を退
所し、翌日に短期
入所療養介護事
業所に入所する
場合

短期入所

短期療養

⑮同一の事業所
に入所している場
合で、入所時は
みなし２号被保険
者であったが、入
所中に65歳の誕
生日が到来した
場合　※入所から
31日目より前に到
来

Ａ

みなし２号 １号

みなし２号 １号

介護保険請求においては33日目から減算とな
り、61日目から長期利用の適正化の単位数を
算定する。
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注 1）：短期入所、入所又は入院の日数については、原則として、入所等した日および退所等した日の両方を含む。 

注 2）：31 日目と 62 日目が自費の日にあたる場合は、減算や長期利用適正化の算定は行わず、費用は事業所と利用者

との取決めによる。 
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資 料 １ ５

令 和 ６ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

生産性向上推進体制加算について

１ 加算の概要

現在の介護現場の状況および将来の社会情勢の変化を踏まえ、介護業

界全体で生産性向上の取組を図る必要があるという考えから、テクノロ

ジーの導入による効果の定着に向けて継続的な活用を支援するため、生

産性向上推進体制加算が新設されました。

見守り機器等のテクノロジー等を導入し、「介護サービス事業におけ

る生産性向上に資するガイドライン」に基づいた業務改善を継続的に行

うとともに、効果に関するデータ提出を行うこと等を評価する加算です。

２ 対象サービス

（介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護、

（介護予防）特定施設入居者生活介護、（介護予防）小規模多機能型居

宅介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人

福祉施設、看護小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設、介護老人

保健施設

３ 加算区分

加算区分は、生産性向上推進体制加算Ⅰ（以下「加算Ⅰ」という。）

および生産性向上推進体制加算Ⅱ（以下「加算Ⅱ」という。）であり、

加算Ⅰが上位区分となっています。加算Ⅰは、加算Ⅱの要件を満たし、

この要件に基づき提出した実績データにより生産性向上の取組による成

果が確認された場合であって、見守り機器等のテクノロジーを複数導入

し、かつ、職員間の適切な役割分担を行っている場合に算定することが

できます。

加算Ⅰと加算Ⅱは同時算定できません。原則として、加算Ⅱを算定し、

一定の期間、加算Ⅱの要件に基づいた取組を進め、加算Ⅰに移行するこ

とが想定されていますが、本加算の新設以前から生産性向上の取組を進
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めている事業所においては、最初から加算Ⅰを算定することも可能です。

４ 加算の要件

厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届出を行った事

業所において、利用者に対して介護保険の各サービスを提供した場合は、

加算Ⅰ又は加算Ⅱを算定することができます。

加算Ⅰは加算Ⅱの上位区分です。加算Ⅱと比べ、高度な要件を満たす

必要があります。

加算Ⅱ要件

１ 利用者の安全、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に関し

て検討するための委員会において、次の事項について検討し、実施を

定期的に確認すること。

(1) 介護機器を活用する場合の利用者の安全及びケアの確保

(2) 職員の負担軽減、勤務状況への配慮

(3) 介護機器の定期的な点検

(4) 業務の効率化及び質の向上、職員の負担軽減を図るための職員研

修

２ 介護機器を活用していること。

３ 事業年度ごとに上記取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。

加算Ⅰの要件は、上記に加え

以下の要件が追加されます。

加算Ⅰ要件（加算Ⅱに追加して必要となる要件）

１ 上記１各号の取組及び介護機器の活用による業務の効率化及びケア

の質の確保並びに職員の負担軽減に関する実績があること。

２ 介護機器を複数種類活用していること。

３ 上記１の委員会で職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及

びケアの質の確保並びに負担軽減について必要な検討を行い、当該検

討踏まえ、必要な取組を実施し、及び当該取組の実施を定期的に確認

すること。

４ 事業年度ごとに各取組に関する実績を厚生労働省に報告すること。
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５ 実績データの厚生労働省への報告について

事業年度ごとに１回、生産性向上の取組に関する実績として、以下の

事項について、原則としてオンラインにより厚生労働省に結果を提出し

なければなりません。報告方法は、別紙１により「電子申請・届出シス

テム」を活用したオンラインによる提出が予定されていますが、方法お

よび時期等の詳細については別途通知されます。通知後、速やかに提出

できるよう、書類やデータを整備するなどご準備ください。また、委員

会における検討状況を確認できるよう、当該委員会の議事概要も整備し

ておく必要があります。

(1) 利用者の満足度等の評価（加算Ⅰ、加算Ⅱ共通）

別添１の利用者向け調査票により、ＷＨＯ－５調査（利用者におけ

る満足度の変化）の実施及び生活・認知機能尺度の確認をすること。

(2) 総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の調査（加算Ⅰ、

加算Ⅱ共通）

別添２の施設向け調査票により、対象事業年度の10月（本加算を算

定した初年度においては、算定を開始した月とする）における介護職

員の１月当たりの総業務時間及び超過勤務時間を調査（調査対象者全

体の平均値）すること。

(3) 年次有給休暇の取得状況の調査（加算Ⅰ、加算Ⅱ共通）

別添２の施設向け調査票により、対象事業年度の10月を起点として

直近１年間の年次有給休暇の取得日数を調査（調査対象者全体の平均

値）すること。

(4) 介護職員の心理的負担等の評価（加算Ⅰのみ）

別添３の介護職員向け調査票により、ＳＲＳ－18調査（介護職員の

心理的負担の変化）及び職員のモチベーションの変化に係る調査を実

施すること。

(5) 機器の導入等による業務時間（直接介護、間接業務、休憩等）の調査

（加算Ⅰのみ）

別添４の介護職員向け調査票により、５日間の自記式又は他記式に

よるタイムスタディ調査を実施すること。

※ 別紙１および別添１から４までの様式はこの資料の最後に添付

しています。
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６ 加算Ⅱ算定後に加算Ⅰに移行する場合

加算Ⅰに移行するためには、生産性向上の取組の成果として、業務の

効率化及びケアの質の確保並びに職員の負担軽減が行われていることの

確認が必要です。

(1) 具体的な確認方法

加算Ⅱの要件となる介護機器の導入後、生産性向上の取組を３月以

上継続したうえで、 (1)から(3)までの項目について、次のとおり介５

護機器の導入前後の状況を比較することにより成果が確認される必要

があります。

この場合の比較対象者は、原則として、当該介護機器の導入前後と

もにサービスを受けている同一の利用者及び介護職員としてください。

ア (1)の項目について５

本取組による悪化が見られないこと

イ (2)の項目について５

介護職員の総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間が短

縮していること

ウ (3)の項目について５

年次有給休暇の取得状況が、維持又は増加していること

７ 最初から加算Ⅰを算定する場合

(1) 加算の新設以前から加算Ⅰの要件を満たすような取組をしていた場合

生産性向上の取組の成果として (1)アからウに該当することを示す６

データが必要です。この場合のデータとは、取組を開始した際のデー

タがある場合は、当該データと現在の状況の比較が考えられます。

(2) 上記に該当しない事業所が最初から加算Ⅰを算定する場合

加算Ⅱの要件となる介護機器の導入後、生産性向上の取組を３月以

上継続したうえで、当該介護機器の導入前後において (1)アからウに６

該当することを示すデータが必要です。



（別紙１） 令和　　年　　月　　日

（常勤換算方式）　利用者　３（人）：介護職員　 （人）

１　利用者の満足度の変化

① WHOー５（調査）　調査対象人数　人

② 生活・認知機能尺度（調査）　調査対象人数　人

２　総業務時間及び当該時間に含まれる超過勤務時間の変化　調査対象人数　人

（※１）一月あたりの時間数（調査対象者平均、小数点第１位まで記載）（時間）

３　年次有給休暇の取得状況　調査対象人数　人

４　介護職員の心理的負担等の変化

①ＳＲＳー18（調査）　調査対象人数　人

② モチベーションの変化（調査）　調査対象人数　人

５　タイムスタディ調査　（※）５日間の調査

① 日中　調査対象人数　人

（※）余裕時間とは、突発でのケアや対応ができる状態での業務時間

調査対象者の業務時間の総和 時間（少数点第１位まで記載）

② 夜間　調査対象人数　人

調査対象者の業務時間の総和 時間（少数点第１位まで記載）

備考　加算（Ⅰ）は１～５を記入し、加算（Ⅱ）は１～３を記入すること。詳細については、別途通知（「生産性向上推進体制

　　　加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について」）を参照すること。

職場の活気

割合（％）

休憩・待機・その他

余裕時間 休憩・待機・その他

割合（％）

類型 直接介護 間接業務

類型 直接介護 間接業務 余裕時間

点数区分 0点～7点 8点～19点 20点～31点 32点～54点

総業務時間

人 人 人

人数

年次有給休暇取得日数

調査時期

（※）対象期間における調査対象者の取得した年次有給休暇の日数（調査対象者平均、小数点第１位まで記載）（日）

点数区分 -3点 ～ -1点 0点 1点 ～ 3点

人

対象期間 令和　年　月 左表と同じ対象期間

令和　年11月～令和　年10月

（※２）対象期間は10月としているが、本加算の算定初年度においては算定を開始した月を対象期間とする。

点数区分 7点～14点 15点～21点 22点～28点 29点～35点

人数

超過勤務時間

生産性向上推進体制加算に関する取組の実績報告書（毎年度報告）

事 業 所 名

施 設 種 別

１　短期入所生活介護 ２　短期入所療養介護 ３　特定施設入居者生活介護

４　小規模多機能型居宅介護

対象期間

事業所番号

調査時期 令和　年　月

５　認知症対応型共同生活介護 ６　地域密着型特定施設入居者生活介護

７　地域密着型介護老人福祉施設 ８　看護小規模多機能型居宅介護

届出区分

９　介護老人福祉施設

令和　年　月

10　介護老人保健施設 11　介護医療院 12　介護予防短期入所生活介護

13　介護予防短期入所療養介護 14　介護予防特定施設入居者生活介護 15　介護予防小規模多機能型居宅介護

16　介護予防認知症対応型共同生活介護

7点～13点

調査時期 令和　年　月

仕事のやりがい 人 人

14点～19点 20点～25点

１　生産性向上推進体制加算（Ⅰ）　２　生産性向上推進体制加算（Ⅱ）

人員配置状況

人数

点数区分 0点～6点
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１．対象利用者概要

2．対象利用者の生活・認知機能尺度

１-①

5

4

3

2

1

１-②

5

4

3

2

1

②

5

4

3

2

1

③

5

4

3

2

1

会話に支障がない（「○○だから、××である　」といった2つ以上の情報がつながった話をすることができる　）

誰かに何かを伝えたいと思っているとき、どれくらい会話でそれを伝えることができますか
※「会話ができる」とは、2 者の意思が互いに疎通できている状態を指します

１週間前のことは覚えていないが、数日前のことは覚えている

数日前のことは覚えていないが、昨日のことは覚えている

昨日のことは覚えていないが、半日前のことは覚えている

普通に会話はできないが、具体的な欲求を伝えることはできる（「痛い」「お腹が空いた」などの具体的な要
求しか伝えられない　）

会話が成り立たないが、発語はある（発語はあるが、簡単な質問に対して適切な回答ができなかったり、何を
聞いても「うん」とだけ答える　）

発語がなく、無言である

複雑な会話はできないが、普通に会話はできる（「○○だから、××である　」といった2つ以上の情報がつな
がった話をすることはできない　）

自分の名前がわからない

その場にいる人が誰だかわからないが、自分の名前はわかる

場所の名称や種類はわからないが、その場にいる人が誰だかわかる（家族であるか、介護者であるか、看護師であるか等）

年月日はわからないが、現在いる場所の種類はわかる

年月日はわかる（±１日の誤差は許容する）

現在の日付や場所等についてどの程度認識できますか
※上位レベルのことと下位レベルのことが両方でき、上位と下位の間の項目ができない場合には、上位レベルのほうを
選び回答してください　　例：１と３に該当し、２に該当しない場合⇒１を選択する

性別 １： 男　　２： 女 年齢 才

要介護度
　１：  要介護１　　　　　２：  要介護２　　　　３： 要介護３ 　　　　４： 要介護４ 　　　　５： 要介護５
　６： 自立・要支援　　７：その他（要支援・区分申請中等）

全く覚えていられない

身近なもの（たとえば、メガネや入れ歯、財布、上着、鍵など）を置いた場所を覚えていますか
※介護者が一緒に探しているなど、一人で探す様子が分からない場合は、もし一人で探すとしたらどうかを想定して評
価してください

常に覚えている

たまに（週１回程度）忘れることはあるが、考えることで思い出せる

思い出せないこともあるが、きっかけがあれば自分で思い出すこともある（思い出せることと思い出せないことが同じくらいの頻度）

きっかけがあっても、自分では置いた場所をほとんど思い出せない

忘れたこと自体を認識していない

身の回りに起こった日常的な出来事（たとえば、食事、入浴、リハビリテーションや外出など）をどのくらいの期間、覚え
ていますか※最近1 週間の様子を評価してください

１週間前のことを覚えている

　　年　　月　　日

利用者向け調査票

施設名 利用者番号 記入日

別添１
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④

5

4

3

2

1

⑤

5

4

3

2

1

⑥

5

4

3

2

1

3．対象利用者におけるQOLの変化
QOLの変化　※出典：WHO-5 精神的健康状態表

1

2

3

4

5

操作間違いが多いが、操作方法を教えてもらえれば使える（「単純な操作」が分からないことがあるが、教え
れば自分で操作することができる　）

リモコンを認識しているが、リモコンの使い方が全く分からない（何をする電化製品かは分かるが、操作を教
えても自分で操作することはできない　）

リモコンが何をするものか分からない

促してもらえれば、自分で着脱衣ができる

着脱衣の一部を介護者が行う必要がある

着脱衣の全てを常に介護者が行う必要がある

テレビやエアコンなどの電化製品を操作できますか
※テレビが無い場合は、エアコンで評価してください　いずれもない場合は、電子レンジ、ラジオなどの電化製品の操作
で評価してください

自由に操作できる（「複雑な操作」も自分で考えて行うことができる　）

チャンネルの順送りなど普段している操作はできる（「単純な操作」であれば自分で行うことができる　）

季節や気温に応じた服装選びはできないが、着る順番や方法は理解し、自分で着脱衣ができる

一人で服薬ができますか
※服薬していなかったり、介護者が先に準備しているなど、実際の服薬能力が分からない場合は、一人で服薬する場
合を想定して評価してください

自分で正しく服薬できる

自分で用意して服薬できるが、たまに（週１回程度）服薬し忘れることがある

２回に１回は服薬を忘れる

常に薬を手渡しすることが必要である

服薬し終わるまで介助・みまもりが必要である

一人で着替えることができますか
※まひ等により身体が不自由で介助が必要な場合は、障害がない場合での衣服の機能への理解度を想定して評価し
てください

季節や気温に応じた服装を選び、着脱衣ができる

以上です。ご回答ありがとうございました。

0

日常生活の中に、興味のあることがたくさんあった 5 4 3 2 1 0

ぐっすりと休め、気持ちよく目覚めた 5 4 3 2 1

0

意欲的で、活動的に過ごした 5 4 3 2 1 0

落ち着いた、リラックスした気分で過ごした 5 4 3 2 1

まったく
ない

明るく、楽しい気分で過ごした 5 4 3 2 1 0

最近２週間、利用者の状態に最も近いものに○をつけてください いつも
ほとんど
いつも

半分以
上の期
間を

半分以
下の期
間を

ほんのた
まに
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入職前など、1か月間のすべてで勤務がない場合は"―"と記載ください。

所定総
労働時間

総実労働
時間

所定総
労働時間

総実労働
時間

所定総
労働時間

総実労働
時間

所定総
労働時間

総実労働
時間

所定総
労働時間

総実労働
時間

所定総
労働時間

総実労働
時間

所定総
労働時間

総実労働
時間

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

施設向け調査票 （労働時間等調査票）

職員
番号

●月 ●月 ●月 ●月 ●月 ●月 ●月

例：令和５年

年間の有給休暇
の取得日数

別添２
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所定総
労働時間

総実労働
時間

所定総
労働時間

総実労働
時間

所定総
労働時間

総実労働
時間

所定総
労働時間

総実労働
時間

所定総
労働時間

総実労働
時間

所定総
労働時間

総実労働
時間

所定総
労働時間

総実労働
時間

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

例：令和６年

年間の有給休暇
の取得日数

職員
番号

●月 ●月 ●月 ●月 ●月 ●月 ●月
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１．職員概要

３：一般職 　４：その他（　　　　　　　　　　　　　 　）

２．心理的負担評価　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※出典：心理的ストレス反応測定尺度(Stress Response Scale-18 ）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

3．テクノロジーの導入等によるモチベーションの変化

増加したと感じる→

1

2

　　年　　　月　　　日

性別 1:男　　2:女 年齢階級
 10歳代　　・　　20歳代　　・　　30歳代　　・　　40歳代　　・　　50歳代　　・
　60歳代　　・　　70歳代～

職員向け調査票

職員番号 記入日施設名

役職 １：経営層 ２：管理者・リーダー

現状の職種
での経験年数

　　年　　　ヶ月

※　この設問では、普段の心理的な状態についてお伺いします。それぞれ、あてはまるもの１つに○をつけてください。

全くちがう いくらかそうだ まあそうだ その通りだ

怒りっぽくなる 0 1 2 3

悲しい気分だ 0 1 2 3

なんとなく心配だ 0 1 2 3

怒りを感じる 0 1 2 3

泣きたい気持ちだ 0 1 2 3

感情を抑えられない 0 1 2 3

くやしい思いがする 0 1 2 3

不愉快だ 0 1 2 3

気持ちが沈んでいる 0 1 2 3

いらいらする 0 1 2 3

いろいろなことに自信がない 0 1 2 3

何もかもいやだと思う 0 1 2 3

よくないことを考える 0 1 2 3

話や行動がまとまらない 0 1 2 3

なぐさめて欲しい 0 1 2 3

根気がない 0 1 2 3

職員向け調査票は以上です。

※　この設問では、テクノロジーの導入等の前後のモチベーションの変化についてお伺いします。

←減少したと感じる

-3 -2 -1 0 1

何かに集中できない 0 1 2 3

2 3

テクノロジー導入等による、職場の活気の変
化

-3 -2 -1 0 1 2 3

テクノロジー導入等による、仕事のやりがい
の変化

ひとりでいたい気分だ 0 1 2 3

別添３
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↓以下、所定勤務時間や実勤務時間に関する記載漏れが多くあります。忘れずに必ず記載をお願いします。

職員向けタイムスタディ調査票

※10分間のうち、実施した業務について、その時間数（整数）について、縦列の合計が10分となるよう記入して下さい。記載例を参考ください。

記載例：「1.移動・移乗・体位交換を6分間、7.食事支援を4分間」実施した場合

※勤務時間に応じて、「時台」の枠に、数字を記入してください。記載例として、8時から勤務を始めた場合には、「8時台」「9時台」・・・と勤務終了まで記載ください。

記載例

NO 分類
Sub-

NO
項目 ー

00分-

09分

10分-

19分

20分-

29分

30分-

39分

40分-

49分

50分-

59分

00分-

09分

10分-

19分

20分-

29分

30分-

39分

40分-

49分

50分-

59分

00分-

09分

10分-

19分

20分-

29分

30分-

39分

40分-

49分

50分-

59分

00分-

09分

10分-

19分

20分-

29分

30分-

39分

40分-

49分

50分-

59分

00分-

09分

10分-

19分

20分-

29分

30分-

39分

40分-

49分

50分-

59分

00分-

09分

10分-

19分

20分-

29分

30分-

39分

40分-

49分

50分-

59分

直接介護（※１）
1 移動・移乗・体位交換 6

2 排泄介助・支援

3 入浴・整容・更衣

4 利用者とのコミュニケーション

5 日常生活自立支援(※2)

6 行動上の問題への対応(※3)

7 食事支援 4

8
機能訓練・リハビリテーション・医療的処

置

9 その他の直接介護

間接業務
10 巡回・移動

11 記録・文書作成・連絡調整等(※4)

12
利用者のアセスメント・情報収集・介護

計画の作成・見直し

13 見守り機器の使用・確認

14
介護ロボット・ICT機器の準備・調整・

片付け（※5）

15 他の職員に対する指導・教育(※6)

16 食事・おやつの配膳・下膳等

17 入浴業務の準備等

18 リネン交換・ベッドメイク

19 居室清掃・片付け

20 消毒などの感染症対応

21 その他の間接業務(※7)

C
休憩

22 休憩・待機・仮眠

D その他 23 その他

E
余裕時間

24
余裕時間（突発でのケアや対応ができ

る状態）

ー ー ー 備考・補足等

※１ 見守りによる介助を含む。 ※３ 徘徊、不潔行為、昼夜逆転等に対する対応等 ※５ 機器の充電、セッティング、設定の確認・見直し、片付け作業等 ※７ レクリエーションの準備等

※２ 入眠起床支援、訴えの把握、日常生活の支援 ※４ 利用者に関する記録等の作成、勤務票等の作成、申し送り、職員間の連絡調整、文書検索等 ※６ ケアの内容や方法に関する指導、OJT等

施設名 担当しているユニット・フロア名

職員ID 所定勤務時間 ：　　　　　　～　　　　　　：

B

調査実施日 月　　　　日（　　　　　　曜日）

時台 時台 時台 時台 時台

A

時台

実勤務時間（残業時間含む） ：　　　　　　～　　　　　　： 調査票（表面）

別添４
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※10分間のうち、実施した業務について、その時間数（整数）について、縦列の合計が10分となるよう記入して下さい。記載例を参考ください。

記載例：「1.移動・移乗・体位交換を6分間、7.食事支援を4分間」実施した場合

※勤務時間に応じて、「時台」の枠に、数字を記入してください。記載例として、8時から勤務を始めた場合には、「8時台」「9時台」・・・と勤務終了まで記載ください。

記載例

NO 分類
Sub-

NO
項目 ー

00分-

09分

10分-

19分

20分-

29分

30分-

39分

40分-

49分

50分-

59分

00分-

09分

10分-

19分

20分-

29分

30分-

39分

40分-

49分

50分-

59分

00分-

09分

10分-

19分

20分-

29分

30分-

39分

40分-

49分

50分-

59分

00分-

09分

10分-

19分

20分-

29分

30分-

39分

40分-

49分

50分-

59分

00分-

09分

10分-

19分

20分-

29分

30分-

39分

40分-

49分

50分-

59分

00分-

09分

10分-

19分

20分-

29分

30分-

39分

40分-

49分

50分-

59分

直接介護（※１）
1 移動・移乗・体位交換 6

2 排泄介助・支援

3 入浴・整容・更衣

4 利用者とのコミュニケーション

5 日常生活自立支援(※2)

6 行動上の問題への対応(※3)

7 食事支援 4

8
機能訓練・リハビリテーション・医療的処

置

9 その他の直接介護

間接業務
10 巡回・移動

11 記録・文書作成・連絡調整等(※4)

12
利用者のアセスメント・情報収集・介護

計画の作成・見直し

13 見守り機器の使用・確認

14
介護ロボット・ICT機器の準備・調整・

片付け（※5）

15 他の職員に対する指導・教育(※6)

16 食事・おやつの配膳・下膳等

17 入浴業務の準備等

18 リネン交換・ベッドメイク

19 居室清掃・片付け

20 消毒などの感染症対応

21 その他の間接業務(※7)

C
休憩

22 休憩・待機・仮眠

D
その他

23 その他

E
余裕時間

24
余裕時間（突発でのケアや対応ができ

る状態）

ー ー ー 備考・補足等

※１ 見守りによる介助を含む。 ※３ 徘徊、不潔行為、昼夜逆転等に対する対応等 ※５ 機器の充電、セッティング、設定の確認・見直し、片付け作業等 ※７ レクリエーションの準備等

※２ 入眠起床支援、訴えの把握、日常生活の支援 ※４ 利用者に関する記録等の作成、勤務票等の作成、申し送り、職員間の連絡調整、文書検索等 ※６ ケアの内容や方法に関する指導、OJT等

時台 時台

A

時台 時台 時台 時台

B

調査票（裏面）
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資 料 １ ６

令 和 ６ 年 １ ０ 月

集 団 指 導 資 料

秋 田 市 介 護 保 険 課

介護保険課からのお知らせ

１ 介護保険課へのお問い合わせについて

(1) 電話

お問い合わせ内容 担 当 電話番号

・居宅サービス計画作成依頼届出書に関 企画・給付 ０１８－８８８

すること 担当 －５６７４

・住宅改修・福祉用具購入に関すること

・高額介護サービス費に関すること

・第三者行為に関すること

・短期入所等の長期利用に関すること

・生活援助上限回数超過に関すること

・軽度者の福祉用具貸与に関すること

・事業所の指定（更新)に関すること 施設管理 ０１８－８８８

・施設整備に関すること 担当 －５６７４

・事故報告に関すること

・運営規程等の変更届に関すること

・要介護・要支援認定に関すること 認定担当 ０１８－８８８

・認定調査に関すること －５６７５

・主治医意見書に関すること

・負担限度額認定に関すること

・情報開示に関すること

・総合事業に関すること（人員、設備、 長寿福祉課 ０１８－８８８

運営基準、報酬、加算・減算に関する －５６６８

ことを含む）

・高齢者虐待に関すること

※介護保険課に３つある電話番号のうち、「８８８－５６７２」は、市民の方から

事業所の皆様はおかけにならの介護保険料に関するお問い合わせ専用の番号です。

短縮ダイヤル等を利用されている場合は、登録されているないようお願いします。

番号をご確認いただき、修正をお願いいたします。
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(2) メール

令和３年４月より事業所専用のアドレスを用意しております。メー

ルでの提出や加算等の質問は、当該事業所専用アドレスへ送信をお願

いします。

【留意事項】

○当該アドレスは、事業所専用です。利用者を含め、事業所職員以外に

公開しないようお願いします。

○メールする際は、市に届けている事業所メールアドレスから送付して

ください。職員個人のメールやフリーメールを使用した場合、セキュ

リティの関係でメールが市に届かない場合があります。

○件名は必ず内容がわかるようにしてください。

例）・指定更新の件

・○○加算の届出について

・（質問）○○基準の解釈について

○ファイルを添付する際は、PDFまたはエクセルファイルを推奨します。

事業所で使用しているシステム専用の形式やマクロが組み込まれてい

るファイルは、読み込むことができません。また、ZIPなどの圧縮ファ

イルを添付した場合、セキュリティの関係でメールが市に届かないこ

とがあるため、使用しないでください。

○メール本文には、事業所名、担当者名および電話番号を必ず明記して

ください。

２ 加算に関する質問について

事業所のかたからの加算等報酬算定関係の質問については、質問内容

と回答内容の齟齬が生じないよう、質問票を用いてFAXまたは事業所専用

メールにて受け付けております。電話や窓口、ホームページの問い合わ

せフォームからの質問はご遠慮ください。

なお、回答は質問を受け付けた順番でお答えしておりますが、内容に

よってはしばらく時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
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３ 認定申請等における注意事項

(1) 要介護（支援）認定申請書の記載について

過去に作成した申請書を上書きして作成したことにより、古い電話

番号・住所あるいは別人の電話番号・住所の記載になっている等の誤

りが散見されます。特に調査場所や同席者の連絡先が誤っていると、

調査の日程調整に支障がありますので、提出前に記載内容について十

分にご確認をお願いします。

(2) 要介護（支援）認定に係る主治医意見書の依頼について

医師が介護の必要性を認めていない、しばらく受診が無いなどの理

由で意見書を書くことができないという事例がたびたび発生していま

す。要介護認定申請時に記載する主治医に申請前に必ず連絡し、主治

医意見書の依頼について了承を得てください。

また、主治医を市立病院の医師にした場合は、必ずアンケートに答

えていただく必要がありますので、ご家族またはケアマネジャーが記

入してくださるようお願いします。

(3) 要介護認定等に係る情報提供の資料の目的外使用について

情報提供について、相続に係る確認のためにご遺族に渡してもよい

か、また、前医が記入した意見書を現在の主治医に提供できるか等の

ご質問がありましたが、情報提供は、要介護者等の介護サービス計画

の作成以外の目的には使用できませんので、ご注意ください。

(4) 介護認定の進捗状況の確認について

事業所のかたからの介護認定進捗状況の確認については、現在事業

所専用メールにて受け付けております。電話での対応が業務を圧迫し

ておりますので、恐れ入りますが今後も事業所専用メールでの問い合

わせとしますので、ご協力をお願いします。なお、電話や窓口、ホー

ムページの問い合わせフォームからの確認については受け付けしませ

ん。

(5) 負担限度額認定の申請について

負担限度額認定の更新申請については、例年６月中旬頃から８月末
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まで受け付けておりますが、最終日になって、「申請をし忘れた」

「申請をしたかどうか分からない」という相談が複数寄せられていま

す。そのような相談には応じかねますので、申請漏れがないよう、利

用者に早めの確認をお願いします。

４ 給付制限（給付額の減額）について

介護サービスを利用するときの利用者の負担割合は１割から３割まで

となっていますが、介護保険料を滞納した場合、滞納期間に応じて介護

給付の制限を受けることになります。

滞納期間が２年以上におよぶ場合は、保険給付の割合が引き下げられ、

利用者の負担割合が３割（元々の負担割合が３割の場合は４割）となる

ほか、高額介護サービス費や高額医療合算介護サービス費、負担限度額

認定適用を受けることができなくなります（給付額の減額）。

なお、給付額の減額が適用されたとしても、負担割合証における負担

割合に変更があるわけではありません。給付額の減額の適用については

被保険者証でご確認ください。

※介護保険課では利用者の保険料額や滞納額をケアマネジャーへお伝えす

ることはできません。本人またはご家族に直接ご確認ください。

（一） （二） （三）

番　号

住　所

フリガナ

氏　名

生年月日

認定の有効期間

認 定 年 月 日

要介護状態等区分等 給付制限

交付年月日

介 護 保 険 被 保 険 者 証

内　容 期　　間

給付額の減額

被

保

険

者

給付制限の有無、適用期間は

被保険者証を確認してください。


